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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、パラオ共和国からの技術協力要請に基づき、同国において「廃

棄物管理改善プロジェクト」を2005年10月から2008年10月まで実施してきました。 

当機構は、同プロジェクトの協力実績の把握や協力効果の評価を行うとともに、今後日本及び

大洋州における廃棄物管理協力に係る両国政府に提言することを目的として、2008年6月22日から

7月5日まで、当機構国際協力専門員 天野史郎を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣しま

した。 

調査団は、パラオ共和国政府関係者と共同で同計画の現地調査、成果の確認及び評価を行い、

帰国後、国内作業を経て調査結果を本報告書に取りまとめました。 

この報告書が今後の協力の更なる発展の指針となるとともに、本計画により達成された成果が、

同国の一層の発展に資することを期待いたします。 

終わりに、プロジェクトの実施にご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆さまに、心から感

謝の意を表します。 

 

平成20年11月 

 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部長 中川 聞夫 
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終了時評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：パラオ共和国 案件名：廃棄物管理改善プロジェクト 

分野：環境管理 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：地球環境部 環境管理グループ 協力金額：2億9,300万円 

先方関係機関： 

資源開発省（Ministry of Resources and Development：

MoRD） 

コロール州政府（Koror State Government：KSG） 

協力期間：3年間 

2005年10月～2008年10月 

日本側協力機関：環境省 

１－１ 協力の背景と概要 

パラオ共和国（以下、「パラオ」と記す）では近年の経済・社会の発展や生活様式の変化から

さまざまな生活物資をアメリカやアジアの先進諸国からの輸入に依存しており、その量が急激

に増えている。その結果、輸入品の消費による廃棄物の排出量が増加するとともにその種類も

多様化している。これまで廃棄物問題に関しては、その重要性は認識されているものの、ほと

んど対策が講じられないまま放置されてきた。したがって、発生する廃棄物はほとんどすべて

が埋立処分され、首都のあるコロール州をはじめ各州のゴミ埋立地は典型的なオープンタイプ

となっており、周辺環境や公衆衛生に悪影響を与えている。特に、中央政府が管理するMドック

処分場（面積約5ha）は数十年にわたって不適切な埋立管理が継続され、首都の市街地に隣接し

ていることから周辺住民や商業施設から多くの苦情が寄せられていると同時に、国家財源とし

て重要な産業である観光にも悪影響を与えている。さらに、新規埋立処分場の建設のめどが立

っていないため当面は現処分場を継続使用するほかないが、廃棄物の増加による将来の埋立容

量の逼迫が懸念されている。このためパラオ政府は、Mドック処分場の埋立手法の改善を中心と

する技術協力をわが国に対して要請し、事前調査の結果、2005年5月両国の間で実施に係る討議

議事録（R/D）を締結した。 

パラオの廃棄物対策を講じるためのキャパシティが強化されることを目的に、同国MoRD及び

コロール州をカウンターパート（C/P）機関として、「廃棄物管理改善プロジェクト」を2005年

10月より3年間の予定で実施することとなった。 

 

１－２ 協力内容 

パラオにおける国家廃棄物管理計画の策定等をとおして、中央政府及びコロール州のキャパ

シティが強化されることをめざす。 

（1）上位目標 

廃棄物管理におけるコロール州の成功経験が継続され、パラオにおける他の州へ広がる

 

（2）プロジェクト目標 

中央政府及びKSGの廃棄物管理のキャパシティが強化される 
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（3）成 果 

1）廃棄物処分量を削減するための国家廃棄物管理計画（National Solid Waste Management

Plan：NSWMP）（案）が策定される 

2）コロール州における環境や健康のリスクを抑制するために既存の廃棄物処分法が改善さ

れる 

3）パラオの廃棄物関連機関の関係者が訓練される 

 

（4）投入（評価時点） 

日本側（総投入額2億9,300万円）： 

専門家派遣  48.93MM（国内業務期間も含む） 

機材供与   11万167.09ドル 

C/P第三国研修   6名 

〔サモア：3名（1名は太平洋地域環境計画（SPREP）の予算）、フィリピン：3名〕

相手国側： 

C/P配置  13名（終了時評価時点：9名） 

土地・施設、Mドック処分場、ワークショップ会場、会議室等提供 

ローカルコスト負担  25万7,429ドル 

２．評価調査団の概要 

総括/廃棄物政策:天野 史郎 JICA 国際協力専門員 

協力企画:加納 大道 JICA 地球環境部 環境管理グループ 環境管理第一課 

調査者 

評価分析:田中 里美 株式会社シー・ディー・シー・インターナショナルコンサル

タント 

調査期間 2008年6月22日～年7月5日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

日本側、パラオ側の投入は、R/D及びPDMに記載されている計画に従い、多少の遅れは生じた

もののおおむね計画どおりに投入された。アウトプットの達成状況は、アウトプット1について

は、NSWMP（案）が作成され、達成された。アウトプット2については、Mドック処分場の改

善、マニュアルの作成とそれに関する研修が予定どおり行われた。また、アウトプット3につい

ては、コロール州以外の州も対象としてワークショップの実施や環境教育教材の作成が予定ど

おり行われたため、アウトプット1～3の指標はほぼ達成できた判断できる。 

プロジェクト目標は、終了時評価時点でほぼ達成されている。キャパシティ向上目標項目

（CEI）に関しては、社会・制度レベルで79％、組織レベルで74％、個人レベルで87％の改善が

見られる。 

上位目標の達成見込みについては、パラオ政府が廃棄物管理計画を適切に公布し、かつコロ

ール州政府が適切な廃棄物管理の運営を実施し、また、MoRDが各州政府を支援し、NSWMPを

遵守するよう指示すれば、3～5年以内に達成することが見込まれる。 
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３－２ 評価結果の要約 

（1）評価結果の要約 

1）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下の理由から高いと判断される。 

上位目標とプロジェクト目標は、現在もパラオの「国家開発計画2020（1996）」と「太

平洋島嶼国サミット（PALM）」のイニシアティブに合致している。また、プロジェクトの

アプローチは、国家戦略の開発、処分場の改善工事及びキャパシティ向上の点でパラオの

廃棄物管理のニーズに合致している。さらに、「JICA国別事業実施計画（2006）」でも環境

は、援助重点分野の1つとされている。 

2）有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下の理由からおおむね高いと判断される。 

・プロジェクト目標達成の見込み 

プロジェクト目標は、終了時評価時点でほぼ達成されている。CEIに関しては、社会・

制度レベルで79％、組織レベルで74％、個人レベルで87％の改善が見られる。 

・アウトプットのプロジェクト目標への貢献度 

すべてのアウトプットは、おのおの互換性をもってプロジェクト目標に貢献している。

例えば、アウトプット１にて、NSWMPが策定されれば、それがパラオにおける廃棄物管

理担当者のキャパシティ向上につながることが想定される。 

3）効率性 

プロジェクトの効率性は、以下の理由から比較的高いと判断される。 

・投 入 

＜日本側＞ 

プロジェクト目標をほぼ達成していることから、専門家の派遣に関しては、タイミング、

期間、数、質及び専門分野ともほぼ適切だったと判断できる。プロジェクトの達成から判

断して、アウトプットの達成に貢献し、パラオに専門家が不在のときには、パラオに滞在

している他の分野の専門家が、その専門家の活動をカバーしていた。 

＜パラオ側＞ 

C/Pの配置に関しては、タイミング及び技術レベルは、CEIの改善が見られることから、

ほぼ適切であったと判断できる。アウトプット達成への貢献は、比較的高かった。一方、

すべてのC/Pは、政府機関のフルタイムのスタッフであり、プロジェクト活動への参加は、

制限されており常時参加できる状態ではなかった。予算の執行は、財政難の影響で遅滞が

生じた。 

4）インパクト 

・上位目標の達成の見込み 

パラオ政府が廃棄物管理計画を適切に公布し、かつKSGが適切な廃棄物管理の運営を実

施し、また、MoRDが各州政府を支援し、NSWMPを遵守するよう指示すれば、3～5年以内

に達成することが見込まれる。 

・正のインパクト：Ｍドック処分場周辺、廃棄物管理に関する政策・活動及び住民教育・

啓発活動において正のインパクトが観察された。 

・負のインパクト：特に観察されなかった。  
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5）自立発展性 

以上に述べる適切なNSWMPの実施条件の下、プロジェクトの自立発展性は中庸だと判

断できる。 

・政策・組織的側面 

① アイメリック州での新規処分場の建設計画がある。 

② KSGリサイクルプロジェクトの実施計画がある。 

③ MoRDの廃棄物管理担当職員とKSG職員が増員された。 

・財政的側面 

① MoRDにおける廃棄物管理のための別口座が開設された。 

② 処分場運営基金が設置された。 

③ リサイクルプログラム法が施行された。 

・技術的側面 

① Ｍドック処分場とガラロン州でのパイロットプロジェクトでの技術移転がなされ

た。 

② 3R（Reduce, Reuse, Recycle）活動、テクニカル・コミッティ（Technical Committee：

T/C）及び住民教育・啓発部会（Public Education and Enhancement Committee：PEEC）

が継続される。 

・環境・社会的側面 

環境保護局（Environmental Quality Protection Board：EQPB）及びMoRDによる環境モニ

タリングが継続される。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

第三国研修、ステークホルダーの意識、MoRDとKSGのプロジェクトへの理解・支援。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

特になし。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクトの主な結論は、以下のとおりである。 

・プロジェクトは、パラオの廃棄物管理の長期的な指針となるNSWMP（案）を作成した。 

・コロール州のＭドック処分場が、準好気性埋立構造を導入することで改善された。Ｍドッ

ク処分場の改善経験は、今後パラオにおける他州での新規処分場計画のモデルとして活用

することができる。 

・プロジェクトにおける各活動や研修を通じ、C/Pのキャパシティは向上した。なお、キャパ

シティ向上目標項目は、個人レベル、組織レベル及び制度・社会レベルについてその目標

が達成されている。 

プロジェクトは、比較的順調に進捗してきており、プロジェクト目標は、おおむね達成され

ている。また、5項目評価としても比較的高い評価ということができ、パラオ側プロジェクト関

係者の継続的な努力があれば、自立発展性も十分見込まれる。したがって、本プロジェクトは、
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計画されていたプロジェクト期間（2008年10月5日）をもって協力を終了する。 

 

３－６ 提 言 

・T/C及びPEECの継続的な実施 

・NSWMPの確実な実施 

・国、コロール州における廃棄物管理に係る必要予算の確保 

・コロール州におけるMドック処分場に替わる新規処分場の早急な計画立案 

・廃棄物管理に係る定期的なワークショップの実施及びMoRDとKSGによるプロジェクトの

経験の他州への波及 

 

３－７ 教 訓 

小規模島嶼地域における廃棄物管理においては、住民教育・啓発活動が成功の鍵となる。そ

の1つとして、オープンダンプの改善が、人々の廃棄物管理に対する取り組みを変化させること

ができるといえる。 
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終了時評価調査結果要約表（英文） 

1. Outline of the Project 

Country：Republic of Palau Project：The Project for Improvement of Solid Waste 

Management 

Issue/Sector： 

Environmental Management 

Cooperation scheme：Technical Cooperation Project

Division in charge： 

Global Environmental  Dept. Environmental 

Management Group 

Total cost：293million(yen) 

Partner Country’s Implementing Organization： 

Ministry of Resource and Development(MoRD) 

Koror State Government(KSG) 

Period of Cooperation： 

October, 2005 – October, 2008 

Supporting Organization in Japan ： Ministry of 

Environment 

1-1. Background of the Project 

 Solid waste generation in Palau has been increasing in recent years due to economic and social 

development.  Various commodities and goods, which have to be imported from other countries such as 

the United States of America and developed Asian countries, are required to satisfy the needs of the 

present lifestyle in Palau.  As a result, the amount of waste has grown rapidly and the types of waste 

have become more diverse.  Sufficient attention has not been paid to the issue of solid waste 

management to date, despite recognition of the need to cope with the issue.  All waste has been dumped 

into landfill sites without proper management, thus the existing landfills in every state have caused 

impact on the environment and unsanitary conditions.  Especially in Koror state, the M-dock landfill 

site located in the capital, Koror, has been operated for several decades with insufficient safeguards. 

As the landfill is close to populated areas, residents complain about its undesirable condition.  Its poor 

condition may have a negative influence on tourism, an important industry for the Palau economy.  In 

addition to the improper operation of the landfill, its coming expiry is of great concern because a new 

site for final disposal has been difficult to secure.   

In these circumstances, the Government of Palau requested the Government of Japan to provide technical 

cooperation to rehabilitate the M-dock landfill site. As a result of Ex-ante Evaluation Study, the Records 

of Discussion (R/D) was signed between both countries on May 19, 2005.  

“The Project for Improvement of Solid Waste Management” was started from October, 2005 for three 

years in order to improve the capacity of solid waste management in Palau with MoRD and KSG. 

 

1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal 

  Successful experiences of Koror State are maintained and disseminated to other states in the 

Republic of Palau. 
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(2) Project Purpose 

  Capacity of solid waste management of the national government and Koror State is increased. 

(3) Outputs 

1) A national solid waste management plan to reduce the volume of waste disposal is developed. 

2) Existing waste disposal practices are improved to reduce environmental and health risks in Koror 

State. 

3) Personnel of the concerned agencies for Solid Waste Management in Palau are trained. 

(4) Inputs 

Japanese side： 

Expert : 48.93M/M(Including contract works in Japan) 

Equipment and Machinery : 110,167.09 US$  

Third country training course : 6 personnel  

     (Samoa: 3 personnel(1 personnel: Training cost was born by SPREP), Philippines: 3 personnel)    

Palauan Side： 

Counterpart :13 personnel in total (Terminal Evaluation time: 9 personnel) 

Land and Facilities, M-dock landfill site, venues for workshops, meeting room etc. 

Local cost : Approximately 257,429 US$ 

 

2. Evaluation Team 

Members 

of 

Evaluation 

Team 

 

Leader: Mr. Shiro Amano (Senior Advisor, Institute for International Cooperation, JICA) 

Cooperation Planning: Mr. Hiromichi Kano (Project Officer, Environmental Management 

Division I Environmental Management Group 

Global Environment Dept., JICA) 

Evaluation and analysis: Ms. Satomi Tanaka (Consultant, CDC International Corporation)

Period of 

Evaluation 

22/June/2008-5/July/2008 Type of Evaluation：Terminal 

 

3. Results of Evaluation 

3-1. Achievement of the Project 

Inputs from Japanese side and Palauan side were mostly provided in line with plan of R/D and PDM 

except some delay. As for achievement of outputs, output 1 was achieved and the draft National Solid 

Management Plan (NSWMP) was drafted. Indicators of output 2 and 3 were mostly achieved. As for 

the indicator 2-3 of output 2, instructions of the reachate pipe system is not completed because of the 

delay of rehabilitation works for the M-dock landfill site.  

 The Project Purpose of the Project was mostly achieved at the terminal evaluation time. As for the 

Capacity Evaluation Indicator, Institutional and Social level was 79%, Organizational level was 74% 

and Individual level was 87%. 

The Overall Goal of the Project is likely to be achieved within three to five years, if Government of 

Palau issue the NSWMP properly, the Koror State Government (KSG) continue its effort to keep up 

with proper operation on solid waste management and the Ministry of Resource and Development 



 

ix 

(MoRD) continues to carry out its mandate to enforce NSWMP and assist in state government.  

3-2. Summary of Evaluation Results 

(1)Summary of Evaluation Results 

1)Relevance 

The relevance of the Project is high as following reasons. 

The Project Purpose and the Overall Goal still consistent with “National Development Plan 2020” and 

the initiatives of Island Summit (PALM). 

The Project approach such as development of a national strategy, landfill rehabilitation and capacity 

development of personnel consistent with the needs of solid waste management in Palau. 

In addition, Environmental issue is one of the important assistant issues in “JICA Country Program”. 

2)Effectiveness 

Effectiveness of the Project is high as following reasons. 

・Degree of achievement of the Project Purpose 

The Project Purpose of the Project was mostly achieved at the terminal evaluation time. As for the 

Capacity Evaluation Indicator, Institutional and Social level was 79%, Organizational level was 74% 

and Individual level was 87%. 

・Contribution of Outputs to the Project Pourpose 

Every output is related to each other and is designed to contribute to the achievement of the Project 

Purpose. 

・Promoting factors to achieve the Project Purpose：Training programs in third country, awareness of 

stakeholders and supports and understandings of MoRD and KSG to the Project.  

・Impeding factors to achieve the Project Purpose: Heavy rain, delays in supply of materials from 

Palau side, SAMLO’s scrap collection activities and mechanical failures of the provided pumps for 

leachate treatment.  

3)Efficiency 

Efficiency of the Project is relatively high as following reasons. 

Inputs 

Japanese side 

As for the dispatch of experts, its timing, duration, number, quality, and specialty are mostly appropriate. 

Provisions of the equipment and materials are also mostly appropriate in terms of quality, timing, 

quantity and utilization except for the provided pumps for leachate circulation. In general, however, they 

have contributed to generation the planned Outputs. 

Palauan Side 

As for the assignment of counterpart personnel, its timing and technical level are mostly appropriate 

and the degree of the contribution to the achievement of Outputs is relatively high. On the other hand, 

almost all counterparts are full-time staff of the government offices so that their participation in the 

Project activities was sometimes limited. In addition, disbursement of budget from time to time was slow 

due to financial difficulty. 

4)Impact 
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・Expectation to the achievement of the Overall Goal 

The Overall Goal of the Project is likely to be achieved within three to five years, if Government of 

Palau issue the NSWMP properly, the Koror State Government (KSG) continue its effort to keep up with 

proper operation on solid waste management and the Ministry of Resource and Development (MoRD) 

continues to carry out its mandate to enforce NSWMP and assist in state government. 

Positive impacts: Positive impacts of around M-dock landfill, Policy and action on Solid Waste 

Management of the Government of Palau and Public Education and Enhancement on Solid Waste 

Management were observed. 

・Negative impacts：Not particularly observed.  

5) Sustainability 

Sustainability of the Project is moderate under the condition of proper execution of the NSWMP. 

・Policy and organizational aspects 

①The MoRD is screening a new landfill construction plan in Aimeliik State. 

②The KSG Recycling Project is under implementation.  

③Staffs at SWMO-BPW, MoRD and SWMO-KSG were increased. 

・Financial aspect 

①The separate budget account for SWMO-BPW was established. 

②The Landfill Operation Fund was established. 

③The recycle program law was enacted. 

・Technical aspect 

①Techniques were transferred in the M-dock landfill site and the pilot project in Ngarchelong State

②The 3R activities, T/C and PEEC will be continued by the Palauan side. 

・Environmental and social aspect 

   Environmental monitoring will be continued by EQPB together with MoRD. 

(2)Conclusion 

The following major achievements of the Project are observed by the time of Terminal Evaluation: 

・The Project has successfully formulated the draft NSWMP as a long-term guiding principle of Palau’s 

solid waste management. 

・Improper waste disposal practice at the M-dock landfill in Koror State has been significantly improved 

and the process to develop a new landfill has also been demonstrated as a model for future planning and 

implementation for other states. 

It is the Team’s firm belief that the Project has been progressing relatively well and the Project Purpose 

will be achieved with continued efforts of the people concerned to fully secure its sustainability.  

In conclusion, the Team therefore suggests that the Project be terminated as planned. 

 (3)Recommendation 

・Continuous implementation of T/C and PEEC 

・Proper implementation of the NSWMP 

・Urgent planning of a new landfill in place of the M-dock landfill site 

・Implementation of workshops on solid waste management regularly and dissemination of the 
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experiences of Project to other states 

 (4)Lessons learned 

・PEE activities are a key to successful waste management for small islands. 

・Rehabilitation of open dumps makes people’s grappling with solid waste management change. 

・An appropriate technology can sustain the operation of landfill 

・Consideration to social aspect is important in solid waste management. 

・Solid Waste Management is a never-ending challenge/opportunity. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査の背景 

パラオ共和国（以下、「パラオ」と記す）では近年の経済・社会の発展や生活様式の変化からさ

まざまな生活物資をアメリカやアジアの先進諸国からの輸入に依存しており、その量が急激に増

えている。その結果、輸入品の消費による廃棄物の排出量が増加するとともにその種類も多様化

している。これまで廃棄物問題に関しては、その重要性は認識されているものの、ほとんど対策

が講じられないまま放置されてきた。したがって、発生する廃棄物はほとんどすべてが埋立処分

され、旧首都のあるコロール州をはじめ各州のゴミ埋立地は典型的なオープンダンプとなってお

り、周辺環境や公衆衛生に悪影響を与えている。特に、中央政府が管理するMドック処分場（面積

約5ha）は数十年にわたって不適切な埋立管理が継続され、旧首都の市街地に隣接していることか

ら周辺住民や商業施設から多くの苦情が寄せられていると同時に、国家財源として重要な産業で

ある観光にも悪影響を与えている。さらに、新規埋立処分場の建設のめどが立っていないため当

面は現処分場を継続使用するほかないが、廃棄物の増加による将来の埋立容量の逼迫が懸念され

ている。このためパラオ政府は、Mドック処分場の埋立手法の改善を中心とする技術協力をわが国

に対して要請し、事前調査の結果、2005年5月、両国の間で実施に係るR/Dを締結した。 

現在、パラオの廃棄物対策を講じるためのキャパシティが強化されることを目的に、MoRD及び

KSGをC/P機関として、「廃棄物管理改善プロジェクト」を2005年10月より3年間の予定で実施して

おり、業務実施契約による専門家チーム（総括/廃棄物管理/制度/処理計画、廃棄物最終処分場管

理、組織/財務/人材能力開発/ワークショップ、住民教育/啓発/3R）を派遣している。 

今回の終了時評価調査は、協力開始から2年7カ月を迎え、2008年10月の活動期間終了に向けて、

これまでの活動実績を評価するとともに、プロジェクト終了時までにプロジェクト目標を達成す

るために必要な活動を取りまとめることを目的とする。 

 

１－２ プロジェクトの概要 

上位目標：廃棄物管理におけるコロール州の成功経験が継続され、パラオにおける他の州へ広

がる 

プロジェクト目標： 

中央政府及KSGの廃棄物管理のキャパシティが強化される 

成果：（1）廃棄物処分量を削減するためのNSWMP（案）が策定される 

（2）コロール州における環境や健康のリスクを抑制するために既存の廃棄物処分法が改

善される 

（3）パラオの廃棄物関連機関の関係者が訓練される 

 

１－３ 調査の目的・評価の観点  

2008年10月のプロジェクト終了を前に、中間評価後のプロジェクトの成果、目標達成状況や見

込みについて調査し、上位目標等へのインパクトの発現に向けた今後の提言や教訓を導き出す。

詳細は以下のとおり。 

（1）投入実績、活動実績、プロジェクト目標達成度を、プロジェクトの内容について定めたR/D

及び最新のPDMに基づき確認・評価し、課題と問題点の整理を行う。 
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（2）JICA事業評価ガイドラインに基づき、5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自

立発展性）の観点から評価を実施し、プロジェクトが順調に成果発現に向けて実施されて

いるかを検証する。特にインパクト及び自立発展性について重視する。 

（3）PDMの活動、及びその他の点についてパラオ側と詳細な内容を協議し、必要に応じてPDM、

POの追加・修正を行う。 

（4）上記の調査結果に基づき、プロジェクトの残りの期間に実施すべき事項及び終了後に向け

た提言を導き出し、プロジェクト実施関係者と共有する。 

 

１－４ 調査の手順 

本調査では、日本側及びパラオ側の合同評価チームを編成し、プロジェクト活動を調査、評価

するとともに、今後の活動の方向性及び必要に応じて軌道修正の必要について提言を行う。合同

評価チームにおける合意事項を合同評価レポートとして取りまとめ、課題と改善策について

Steering Committee（St/C）にて協議を行い、合意内容をM/Mで確認する。 

 

１－５ 調査団の構成 

1）総括/廃棄物政策 天野史郎 6/28～7/5 JICA 国際協力専門員 

2）協力企画 加納大道 6/28～7/5 JICA 地球環境部 環境管理グループ 環境管理

第一課 

3）評価分析 田中里美 6/22～7/5 株式会社シー・ディー・シー・インターナショ

ナルコンサルタント 

 

１－６ 調査の日程（2008年6月22日～7月5日） 

 日 程 活 動 

1 6/22 日 （田中）関西 10：30発 グアム 15：10着（NW080） 

 グアム18：50発 コロール19：50着（CO953） 

2 6/23 月 AM：JICA事務所打合せ、専門家チームとの打合せ（スケジュール確認）

PM：C/Ps打合せ（評価手法、スケジュール説明） 

3 6/24 火 AM：専門家へのインタビュー  

PM：C/Psへのインタビュー 

4 6/25 水 AM：現場踏査（Mドック処分場） 

PM：C/Psへのインタビュー 

5 6/25 木 AM：St/Cメンバーへのインタビュー 

PM：St/Cへのインタビュー 

6 6/27 金 評価レポート案作成 

7 6/28 土 （天野、加納）成田 10：30発 → グアム 15：00着（CO962） 

 グアム 19：35発 → コロール22：05着（CO953） 

（田中）評価レポート案作成 

8 6/29 日 団内打合せ（取りまとめ状況の確認、評価レポート案修正） 
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9 6/30 月 AM：事務所打合せ、日本大使館、コロール州知事表敬 

PM：C/Psへ評価レポート案説明・提出、現場視察（Mドック処分場） 

10 7/1 火 AM：パイロットプロジェクトサイト（ガラロン州）現場視察 

PM：C/Psとの評価協議（評価レポートの内容確認、その他意見交換） 

11 7/2 水 AM：評価レポート案修正 

PM：C/Psとの評価協議（評価レポートの内容確認、その他意見交換） 

12 7/3 木 C/Psとの評価協議（プロジェクトからの教訓の抽出、その他意見交換） 

St/CのM/M案作成 

評価レポートについてのM/M署名（JICA事務所） 

13 7/4 金 AM：St/C（Koror State Assembly Hall） 

M/M署名 

PM：日本大使館報告 

14 7/5 土 コロール 02：35発→ グアム05：30着（CO892） 

グアム06：35発→成田09：10着（CO961） 

（田中）羽田 13：00発 → 伊丹（NH025） 
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第２章 終了時評価の方法 
 

２－１ 評価の方法 

 本評価は、「改訂版JICA事業評価ガイドライン」に沿って、日本、パラオから選出された評価メ

ンバーによって実施された合同評価である。プロジェクトの計画から、評価時点での実績（計画

の達成状況もしくは達成見込み）と実施プロセスの検証を踏まえて、評価5項目（妥当性・有効性・

効率性・インパクト・自立発展性）の観点から行う多面的な評価である。 

 

妥当性 

プロジェクト目標や上位目標が受益者のニーズに合致しているか、パラオ政府の開発政策及

び日本側の政策と合致しているか、プロジェクトのアプローチは妥当か、日本の廃棄物管理の

ノウハウは優位性があるか等といった「援助プロジェクトの正当性・必要性」を問う視点。 

 

有効性 

プロジェクト目標の達成状況、各アウトプットがプロジェクト目標の達成にどのように貢献

したか、関連プロジェクトとの連携等を問う視点。 

 

効率性 

主にプロジェクトの投入と効果の関係に着目し、達成されたアウトプットからみて投入の

質・量・タイミング等は適切であったかを問う視点。 

 

インパクト 

プロジェクト実施によってもたらされる直接的、間接的効果や波及効果をみる視点。予期し

ていたあるいは予期していなかった正・負の効果・影響を含む。 

 

自立発展性 

援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているか、あるいは持続の見込みは

あるかを問う視点。 

 

２－２ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

２－２－１ 既存資料の分析と評価デザインの作成 

 本プロジェクトのR/D、プロジェクト報告書等の関連書類をレビューし、終了時評価の調査計

画と評価グリッドを作成した。 

 

２－２－２ 質問票による聞き取り調査 

 事前送付した質問票を用いて、日本人専門家、C/Pに対し実施プロセス及び5項目評価、提言、

教訓等に関する広範な質問紙調査を実施した。質問票による調査で得た情報は、付属資料2の「評

価グリッド（調査結果記入版）」に記載されている。 
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２－２－３ 個別インタビュー 

 上記質問票の回答を基に不明点等につき、C/P及び専門家に対して個別インタビューを実施し

た。個別インタビューで得た情報は、付属資料2の「評価グリッド（調査結果記入版）」に記載

されている。 

 

２－２－４ プロジェクト活動の視察 

 Mドック処分場及び分別収集ステーション、ガラロン州の小規模処分場の視察を行い、プロジ

ェクト活動の成果を確認した。 

 



 

－6－ 

第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

３－１ 投入実績 

３－１－１ 日本側投入 

 プロジェクトの投入計画及び実績は以下に示すとおり。 

 

表３－１ 投入計画及び実績 

計 画 実 績 

1．専門家 

（1）廃棄物処理/処

分場運営管理 

（2）計画・制度シス

テム 

（3）キャパシティ・

ディベロップ

メント/研修 

（4）住民教育・意識

啓発 

2005年12月以降、以下のとおり5分野の専門家（合計48.93MM、うち1.10MM

は日本国内作業）が派遣された。 

（1）総括/廃棄物管理政策・制度・処理計画（1名） 

（2）廃棄物処分場管理（1名） 

（3）組織・財務・人材能力開発・ワークショップ（1名） 

（4）住民教育・啓発3R（1名） 

（5）廃棄物管理計画（2名） 

 

（詳細は、付属資料1の「合同評価報告書のAnnex1-2-1」参照） 

1．C/P第三国研修 3名のC/Pが2006年（SPREP研修）にサモアで研修を受け、ほか3名のC/Pが2007

年（ボラカイ島での技術交換研修）にフィリピンで研修を受けた。 

 

表３－１－１ 日本の会計年度別C/P研修実施状況 

日本の会計年度 2005 2006 2007 2008 

C/P人数 0 2（1*） 3 0 

*：研修経費はSPREPが負担した。 

2．機材 

 

 

合計約11万167.09ドルが機材費のために支出された。主要機材は、車両、コ

ピー機、コンピュータ、プリンター、カメラ等である。 

 

表３－１－２ 日本の会計年度別機材費支出状況 

単位：ドル

日本の会計年度 2005 2006 2007 2008 

金額 110,167.09 0 0 0 

（詳細は付属資料1の「合同評価報告書のAnnex 1-2-2」参照） 

3．予算 

 

 

 

 

合計約97万7,400ドルが日本側予算として支出されたが、専門家経費、C/P第

三国研修費、機材費はこのなかには含まれていない。 

 

表３－１－３ 日本の会計年度別契約金額支出状況 

単位：ドル

日本の会計年度 2005 2006 2007 2008 合計 

一般業務費*1  23,200  81,600  65,600  17,800*2 208,200
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Mドック処分場 

改善工事費 
119,300 402,400 171,000     0 692,700

再委託費  16,400  29,900  30,200     0  76,500

合計 158,900 513,900 266,800 17,800 977,400
*1：プロジェクトアシスタント雇用費を含む 

*2：見込み額 

 

３－１－２ パラオ側投入 

 プロジェクトの投入計画及び実績は以下に示すとおり。 

 

表３－２ 投入計画及び実績 

計画（R/D） 実 績 

1．プロジェクト管

理C/Pの配置 

 

（1）プロジェクト・

ダイレクター 

（2）副プロジェク

ト・ダイレク

ター 

（3）プロジェクト・

マネジャー 

 

2．技術系C/P 

（1）コロール州廃

棄物管理事務

所マネジャー 

（2）EQPB職員 

（3）環境対応調整 

局（OERC）職

員 

（4）MoRD公共事業

局職員 

（5）各州職員 

 

 

プロジェクト管理C/P及び技術系C/Pは、表３－２－１及び表３－２－２の

とおり配置された。 

 

表３－２－１ プロジェクト管理C/P 

 職位 名前 期間 

Mr.Masashinge Arurang 2005.11～2006.5 

Mr.Joachim Reklai 2006.6～2007.3 

1

 

プロジェクト・ダイ

レクター（MoRD公

共事業局長） Mr.Techur Rengulbai 2007.4～ 

Mr.Ignatio Morei 2005.10～2006.1 2

 

副プロジェクト・ダ

イレクター（コロー

ル州公共事業局長） Mr. Isaias Oiterong 

 

2006.1～ 

3 プロジェクト・マネ

ジャー（MoRD公共

事業局廃棄物管理室

マネジャー） 

Mr. Calvin Ikesiil Jr. 2005.10～ 

 

表３－２－２ 技術系C/P 

 名 前 期 間 

1 Mr. Donals Dengokl 

（環境保全局 アシスタント・エグゼクティブ

職員） 

2005.10～ 

2 Mr. John Ngiraked Jr. 

（コロール州廃棄物管理 職員） 
2005.10～ 

3 Mr. Tmekei Ellis 

（保健省環境衛生局 職員） 
2005.10～ 

4 Mr. Jenkins Emesiochel 

（MoRD公共事業局 Mドック処分場職員） 
2005.10～ 

5 Ms. Eileen Babauta 

（コロール州廃棄物管理 管理職員） 
2007.6～ 
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6 Ms.Kliu Basilius 

（環境保全局職員） 
2007.6～ 

7 Mr.Joseph Aitaro 

（環境対策調整室 コーディネーター） 
2005.10～2008.2 

 

2．プロジェクト実

施に必要な建物・

施設 

（1）専門家事務所、

支援スタッフ 

（2）ワークショップ

及びセミナー

室 

（3）会議室 

（4）Mドック埋立処

分場 

（1）プロジェクト事務所及び車両保険が提供された。また、電気代及び水

道代等も負担された。 

 

（2）ワークショップ会場が提供された。 

 

（1）会議室及びプロジェクターやスクリーン等の機材が提供された。 

 

（2）Mドック埋立処分場が提供された。また、改修工事の施設の電気代も

負担された。 

 

2．現地予算 総額約25万7,429ドルが現地予算として支出された。パラオ側予算の執行は

財政難の影響で遅滞が生じた。 

 

表３－２－３ パラオ側現地予算 

単位：ドル

日本の会計年度 2005 2006 2007 2008 

支出金額 6,309 130,581 82,762 37,777* 

*：見込み額 

（詳細は、付属資料1の「合同評価報告書のAnnex 1-1-1」参照） 

 

３－２ アウトプットの実績 

３－２－１ アウトプット1の実績 

 アウトプット1「廃棄物処分量を削減するためのNSWMP（案）が策定される」の指標に対す

る実績は、表３－３に示すとおり。 

 

表３－３ アウトプット1の指標と実績 

PDMの指標 実 績 

1.1 NSWMP（案）

が策定される。 

NSWMP（案）が策定され、2008年2月26日にSt/Cで承認され、MoRD大臣

に提出された。 

 

NSWMP（案）の内容は以下のとおりである。 

第1部：概要 

第2部：NSWMP（案）作成の背景  

第3部：NSWMP（案）  

第4部：アクション・プラン 
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表 ３－３－１ NSWMP（案）のためのワークショップ開催実績 

№ 日程 参加者 参加者数*

1 2007.9.1 各州政府関係者、各政府関係者 25 

2 2007.9.18 主要な民間企業、NGO 35 

3 2007.10.31
各州政府関係者及び各政府関係機関、民間

企業、NGO 
48 

*：専門家、C/Pも含む 
出典：業務完了報告書（2008年3月） 

 

なお、NSWMP（案）作成に関しては、以下の点に配慮して作成された。

（1）固形廃棄物総合管理計画（ISWMP）の問題点は、1）パラオ側に

多くの規準を提案している、2）政府職員等のステークホルダーの

十分な関与なしに海外のコンサルタントによって作成された、3）

ISWMPが公布されてから5年が経過したが、何点かの提案事項は、

現在の廃棄物管理に適切ではない、の3点である。 

（2）T/Cメンバーは1年以上を費やしてISWMPを見直し、理解している。

（3）T/Cメンバーは、パラオの廃棄物管理の現状と社会慣習を基本にし

て提案事項を評価し、選別した。 

（4）概要は、ステークホルダーの計画概要の認識の強化のために準備

された。 

（5）NSWMP（案）では、廃棄物管理に関する現在の動向－1）2006年

に公布された飲料容器のデポジット・システムに関する法律、2）

KSGによって準備されているリサイクルプロジェクト、3）JICA

技術協力プロジェクトの実績、4）スクラップ回収業者の増加によ

る3Rポテンシャル－の4点について配慮がなされている。 

（6）知事、民間企業の経営者、NGOを含むステークホルダーがNSWMP

（案）作成のためのワークショップに参加し、協議をしNSWMP

のビジョンとゴールについて決定した。ステークホルダーの意見

は、NSWMP（案）に反映されている。 

 

 

３－２－２ アウトプット2の実績 

 アウトプット2「コロール州における環境や健康のリスクを抑制するために既存の廃棄物処分

法が改善される」の指標に対する実績は、表３－４に示すとおり。 

 

表３－４ アウトプット2の指標と実績 

PDMの指標 実 績 

2.1 コロール州の

Mドック処分場

が改善される。 

Mドック処分場の改善工事は、2006年1月に開始され、フェーズ1及びフェ

ーズ2の工事を経て、2007年12月に完了した。Mドック処分場の改善工事

により、周辺環境の改善が観察された。周辺環境への改善対策と改善後の

状況は、表３－４－１のとおりである。 
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表３－４－１ 改修工事後のMドック処分場における環境改善 

改善 対策 

1．周辺海域への浸出水流入の減少

2．周辺のマングローブへの浸出水

流入の減少 

築堤、法面整形、浸出水と雨水の

分離、排水 

3．景観の改善 法面整形、植栽吹き付け、植樹 

4．悪臭の減少 廃棄物への覆土 

5．周辺地域における廃棄物の散乱

の減少 

法面整形、小規模な土手 

6．廃棄物の不法投棄の減少 周辺地域の検査 

7．州内の廃棄物の資材再生の増加 廃棄物の分離、モッタイナイヤー

ド（再生資源置き場）の造成 

8．埋立地から公道への土壌流出の

減少 

タイヤ洗浄池 

出典：プロジェクト専門家からの報告 

2.2 Mドック処分

場運営管理マニ

ュアルが作成さ

れる。  

Mドック処分場の管理職員とC/Pの協力の下、2007年にMドック処分場の

運営管理マニュアルが作成され、現状の維持管理方法のヒアリング調査の

結果、見直しと修正がなされた。 

 

Mドック処分場の管理マニュアル作成にあたっては、現状の処分場にどの

ような管理が行われているのかにつきC/Pにヒアリング調査が実施され、

作業員の数とその作業内容、埋立重機等の保有設備、維持管理に要してい

る費用の実績などの確認が行われた。また、C/Pと7回の管理運営マニュア

ル作成会議が実施され、日本で行われている最終処分場の維持管理事例を

題材として、これをMドック処分場に適用した場合について、C/Pと協議

がなされ、マニュアルが作成された。 

2.3 運営管理マニ

ュアル（2.2）に

従 っ て MoRD と

KSGによって M

ドック処分場が

適切に運営され

る。 

指標2.2の運営管理マニュアルに従って、Mドック処分場が適切に管理さ

れるよう2名のC/Pと7名のMドック処分場の職員に訓練がなされた。専門

家による埋立指導実施内容は、表３－４－１のとおりである。その結果、

処分場規定の策定や分別収集活動の向上等が観察された。なお、現状にお

いては、設置した浸出水集水管がゴミ層よりも高い位置にある箇所が多い

ため、調整池に導入される浸出水量は多くない。そのため、浸出水循環シ

ステムについての実際の運営指導は、今後の課題である。 

 

表３－４－２ 埋立指導実施内容 

日時 場所 
研修生

の数 
指導内容 

2007.11.05 公 共 事 業 部

（BPW）会議室

9 維持管理マニュアルの概要及び

Mドック処分場の改善工事内容

の説明 
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2007.11.06 Mドック処分場 7 埋立計画の策定計画と中間覆土

の施工方法の説明 

2007.11.07 BPW会議室 8 埋立搬入管理についての説明 

2007.11.08 Mドック処分場 9 Mドック処分場の施設を巡回し、

維持管理しなければならない項

目を指導 

2007.11.12 Mドック処分場 5 トラック・スケールによる計量

と廃棄物搬入者へのヒアリング

調査の実施 

2007.11.13 BPW会議室 9 Mドック処分場作業員の業務分

担を決め、作業責任者を任命 

2008.01.18 Mドック処分場 5 ポンプとブロワーの運転と浸出

水返送先の指導 

2008.06.30 Mドック処分場 9 保守・運営の改善の確認 

出典：業務完了報告書（第3年次） 

 

３－２－３ アウトプット3の実績 

 アウトプット3「パラオの廃棄物関連機関の関係者が訓練される」の指標に対する実績は、表

３－５に示すとおり。 

 

表３－５ アウトプット3の指標と実績 

PDMの指標 実 績 

3.1 パラオの少な

くとも 10州がパ

ラオで実施され

るワークショッ

プに参加する。 

パラオにおける第1回国内ワークショップは、2006年5月30日及び31日に実

施され、14州から31名が参加した。第2回ワークショップは2007年5月30

日及び31日に実施され、10州から33名が参加した。なお、参加した州の数

は、第1回・2回ワークショップの合計で16州だった。 

 

第1回ワークショップでは、廃棄物管理に関するプレゼンテーションが、

John氏とCalvin氏によってパラオ語で行われた。John氏は、コロール州の

廃棄物管理について発表し、現在の廃棄物管理の状況、過去に実施したパ

イロットプロジェクト、KSG分別収集・リサイクル促進プロジェクト等に

関して説明した。Calvin氏は、MoRDとしてMドック処分場の改善工事に

ついて紹介をし、改善工事前の処分場管理の問題、改善の概念、改善する

ために必要となった調査事項についての説明がなされた。また、PCM手法

に基づいたグループワークも実施され、PCM手法による問題分析、目的分

析方法を用いて参加者の各州におけるISWMPの現況分析が実施された。 

第2回ワークショップでは、廃棄物管理に関するプレゼンテーションとグル

ープワークがC/Pを中心に実施され、Mドック処分場改善工事と運営維持管

理の改善、KSGリサイクルプロジェクト、住民教育・環境啓発活動計画策

定演習、ゴミ質・ゴミ量調査実施方法等について説明がなされた。また、

Mドック処分場及びKSGゴミ分別ステーションの現場視察も実施された。
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3.2 関連機関の廃

棄物管理のトレ

ーニングプログ

ラムが策定され

る。 

キャパシティ向上目標項目の検討及びキャパシティ評価、国内ワークショ

ップ、ガラロン州での小規模パイロットプロジェクト実施等の活動を通し

て、関連機関の廃棄物管理に関する関係者のトレーニングがなされた。 

 

3.3 意識啓発のた

めの環境教育教

材が作成される。 

C/Pは3R活動等の廃棄物管理に係る住民教育・啓発活動の実施を通してト

レーニングされた。また、3Rヒーロー、ニューズレター、新聞広告、Tシ

ャツ、エコバック、本のしおり、ステッカー、ポスター、垂幕、カレンダ

ー、サンボード等の環境教育教材が作成され、住民教育・意識啓発活動に

適切に活用された。 

 

なお、住民教育・啓発活動については、2006年5～6月にかけて、資料の検

討、関係機関へのインタビューを基にプロジェクト実施期間中の支援プロ

グラムが策定された。これら情報収集の過程では、関係機関間の連携が欠

如しているという指摘があり、PEECが2006年6月に設立され、終了時評価

時点でPEECは44回実施されている。住民教育・啓発活動については、専

門家と2名のC/P（Kuiu氏とEileen氏）及びMengkur氏（MoRD）の4名でPEEC

準備として、PEECのアジェンダ、フェスティバル等の住民・環境啓発活

動、ツール等について打合せを実施し、会議後は、議題の取りまとめ等を

実施し、次回の会議への準備を行った。また、3名のパラオ側職員は、交

替で各ハムレットで仕事を終えて帰宅している家族等を対象に19：00～

21：30までの間にプロジェクト活動や3Rヒロー等についてのプレゼンテー

ションをするなど意欲的に活動が実施され、住民もゴミ問題について強い

関心をもっていることがうかがわれた。 

また、ガラロン州のパイロットプロジェクトに対する支援として、ガラロ

ン小学校でのプレゼンテーション、8カ所のハムレットの住民を対象にし

たプレゼンテーション等も実施された。 

なお、住民意識調査（対象地域：8州、サンプル数：200人、質問数：38

問、調査期間：2週間）も2008年1～2月に実施され、住民教育・意識啓発

活動の認知度（作成教材の効果）として、1）3Rヒーローの認知度は7割、

2）3割の回答者が、3R活動を実践している、3）RecycleやReuseに対して、

Reduceの活動が活発でない、4）Recycleできる製品に関する正確な知識が

不足している傾向にある等の結果がでている。 

 

（住民教育・啓発活動の詳細は、付属資料1の「合同評価報告書Annex 6」

参照） 

 

３－３ プロジェクト目標の達成状況 

 プロジェクト目標「中央政府及びKSGの廃棄物管理のキャパシティが強化される」の指標及び

実績は、以下のとおり。なお、結論としては、プロジェクト目標は、終了時評価時点でほぼ達成

されていた。 
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表３－６ プロジェクト目標の指標と実績 

PDMの指標 実 績 

1．プロジェクト終了

時にCEIの少なくと

も70％が改善する。 

終了時評価時点でCEIの70％以上が達成されている。具体的には、社会・制

度レベルで79％、組織レベルで74％、個人レベルで87％の改善が見られた。

 

表３－６－１ CEIと評価結果 

CEI 制度・社会レベル 組織レベル 個人レベル 

CEI 33 62 
8人のC/Pに対して

20～40項目を設定

キャパシティ評価

（CE）結果（％）

（2007年2月） 

30 27 50 

CE結果（％） 

（2008年2月） 
79 74 87 

 

なお、CEIは、制度・社会レベル及び組織レベルに関しては、専門家がPDM

のプロジェクト活動に沿って優先順位に配慮し、4段階のニーズ区分（A、

B、C、－）をし、パラオの廃棄物管理に特化したCEI案を作成した。その

後、専門家2名（金谷チーフアドバイザー及び神下専門家）とC/P2名（Calvin

氏及びJohn氏）によって協議をし、CEI案を完成した。個人レベルに関し

ては、神下専門家がプロジェクトの活動、各個人の業務及び所属する組織

の担当業務を考慮して案を作成し、各C/Pに説明をしCEIを作成した。なお、

制度・社会レベル及び組織レベルのCEについては、専門家2名とC/P2名の

4名で協議をし、6段階（○：項目を満たしている、□：項目を満たしてい

るが折をみてアップデートされる、△：実施中、●：実施したが完了して

いない、▲：準備段階、×：実施されていない）の評価をし、全体のなか

で上位2段階の結果が占める割合をCEI達成度（％）として算出している。

個人レベルのCEは、各C/Pの自己評価と専門家2名及びC/P2名によって実施

された。なお、制度・社会レベル、組織レベル及び個人レベルについての

CEI分けの詳細及び優先度がAレベルのCEその達成度及びCEの算出方法の

詳細は、表３－６－２～３－６－７のとおりである。 

 

表３－６－２ 制度・社会レベル 

大項目 
小項目 

（ニーズ区分）

詳細項目 

（ニーズ区分がAのみ記載） 

達成度

（2008.2

月時点）

国家計画にお

ける廃棄物管

理（B） 

-  制度 

 

国家廃棄物管

理計画（A） 

2．コロール州の廃棄物管理の現

在の条件がレポートに記載さ

れる。 

2．○ 
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3．戦略的なNSWMPが策定され

る。 

3．○ 

 

4．NSWMPのためのアクション・

プランが策定される。 

4．○ 

 

5．NSWMPが策定される。 5．○ 

6．コロール州以外の他州で廃棄

物管理に関する現在の状況が

レポートに取りまとめられる。 

6．△ 

 

7．コロール州以外の他州で廃棄

物管理に関する計画が策定さ

れる。 

7．△ 

 

8．廃棄物の種類において抑制の

度合いがNSWMPに記載され

る。 

8．○ 

 

9．リサイクルの状態がNSWMP

に記載される。 

9．○ 

法律・条例（A、

B、C） 

17．ゴミ収集業者をコントロール

する規則またはガイドライン

が存在する。 

17．△ 

 

 

18．廃棄物管理プログラムステア

リング・コミッティ（SWPSC）

が定期的に開催される。 

18．○ 

 

19．SWPSC関係者が政府機関や州

政府機関とその調整について協

議する。 

19．△ 

 

20．各州に対してプロジェクトの

知識や技術を共有する国内ワー

クショップが開催される。 

20．○ 

 

21．国内ワークショップに関する

レポートが作成される。 

21．○ 

 

22．地域ワークショップが開催さ

れる。 

22．○ 

 

関連機関と他

国 と の 調 整

（A） 

23．地域ワークショップに関する

レポートが作成される。 

23．○ 

 

環境影響評価

（EIA）システ

ム（C） 

- - 

土地収用・補

償手続き（C）

- - 

環境影響抑止

のためのスタ

ンダード（C）

- - 
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30．EQPBの規定が有害廃棄物処理

に関して定義する。 

30．× 

 

有害廃棄物の

コントロール

（有害廃棄物

処理のスタン

ダード）（A、C）

31．EQPBの規定が有害廃棄物の処

理方法について定義する。 

31．× 

法律強化のメ

カニズム（C）

- - 

35．路上清掃によって収集された

廃棄物の量が減少する。 

35．○ 

 

36．廃棄物管理の住民意識調査が

実施される。 

36．○ 

 

37．住民意識調査によって明確に

された住民の意識が向上する。 

37．○ 

 

廃棄物管理の

啓発（A） 

38．廃棄物管理に関するやる気が

調査される。 

38．□ 

39．パラオ政府・州政府による協

力によって住民による清掃活動

が強化される。 

39．○ 

 

 

住民社会 

社会活動（A）

40．パラオ政府・州政府による協

力によってコミュニティによる

3R活動が強化される。 

40．○ 

42．BPWまたはコロール州が教育

の提供者になる。 

42．○ 

 

環境教育 環境教育（A、

B） 

46．廃棄物管理のキャンペーンが

実施される。 

46．○ 

 

非公式セクタ

ー（C） 

- - 関連機関

関係者の

状態 社会組織（C） - - 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 

 

表３－６－３ 制度・組織レベルの達成度 

達成度 数 割合（％） CEI達成度（％）

○ 23 70 

□ 3 9 
79 

△ 5 15 

● 0 0 

▲ 0 0 

× 2 6 

合計 33 100 

21 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 
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表３－６－４ 組織レベル 

大項目 
小項目 

（ニーズ区分）

詳細項目 

（ニーズ区分がAのみ記載） 

達成度

（2008.2

月時点）

51．関係機関の組織図が明示さ

れ、組織図が作成される。 

51．○ 

52．パラオ政府関係機関の責任

が明確になり、NSWMP（案）

における重複がなく区別され

る。 

52．○ 

 

54．KSG関係機関の責任が明確

になり、NSWMP（案）にお

ける重複がなく区別される。 

54．○ 

 

56．コロール州以外の州政府関

係機関の責任が明確になり、

NSWMP（案）における重複

がなく区別される。 

56．△ 

 

58．地方自治体で収集された廃

棄物量が記録され、見積もら

れる。 

58．□ 

 

59．有害廃棄物の種類のインベ

ントリーと記録及び処理が実

施される。 

59．△ 

 

組織構造 組織構造（A、

C） 

60．感染性廃棄物の種類のイン

ベントリーと記録及び処理が

実施される。 

60．□ 

 

61．Mドック処分場の運営マニ

ュアルが作成される。 

61．○ 

 

62．Mドック処分場の運営がマ

ニュアルに沿ってモニターさ

れる。 

62．○ 

 

63．処分場運営機材のメンテナ

ンスのための運営管理マニュ

アルが作成される。 

63．△ 

 

64．処分場運営管理のための機

材のメンテナンスが運営管理

マニュアルに沿ってモニター

される。 

64．△ 

 

廃 棄 物 管

理の運営 

運営管理マニ

ュアル（A） 

65．収集運搬車のメンテナンス

のための運営管理マニュアル

が作成される。 

 

65．× 
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66．収集運搬車のメンテナンス

が運営管理マニュアルに沿っ

てモニターされる。 

66．□ 

 

67．収集運搬車の運営管理記録

が作成され、モニターされる。 

67．○ 運営管理の記

録（A） 

68．処分場機材の運営管理記録

が作成され、モニターされる。 

68．□ 

69．収集頻度が規定され、規定

に沿って実施される。 

69．○ 

 

70．収集頻度が必要に応じて調

節され、承認される。 

70．○ 

 

71．輸送経路と収集計画に沿っ 

た廃棄物収集ゾーンが必要に

応じて調節され、承認される。 

71．○ 

 

72．労働者の規則やガイドライ

ンが必要に応じて見直され、

承認される。 

72．○ 

 

73．KSGリサイクルプロジェク

トで廃棄物分別のモニタリン

グと評価が実施される。 

73．△ 

 

ゴミ収集運搬

（A） 

74． KSGリサイクルプロジェク

トで廃棄物分別のモニタリン

グと評価のレポートが作成さ

れる。 

74．△ 

75．改善前のMドック処分場の

運営管理の問題が抽出され

る。 

75．○ 

 

76．サイト内及び周辺の環境モ

ニタリングが設定される。 

76．□ 

 

77．Mドック処分場の改善計画

が作成される。 

77．○ 

 

78．Mドック処分場（フェーズ1）

の改善工事が完了する。 

78．○ 

 

79．Mドック処分場（フェーズ2）

の改善工事が完了する。 

79．○ 

 

80．Mドック処分場のゴミの山

が定期的に覆土される。 

80．□ 

 

81．地表水の分離と廃棄物中の

水の分離がなされる。 

81．○ 

 

最終処分（A、

C） 

82．浸出水が集められ、Mドッ

ク処分場の指定された地域外

へ流出しない。 

82．○ 
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83．廃棄物の分解によって排出

されるガスがコントロールさ

れる。 

83．○ 

 

84．廃棄物からの臭気が減少す

る。 

84．○ 

 

85．外から見た景観が改善され

る。 

85．○ 

 

86．廃棄物の重量がMドック処

分場入口で計量される。 

86．□ 

 

87．廃棄物の種類がMドック処

分場入口で記録される。 

87．○ 

 

88．周辺住民との話し合いが実

施される。 

88．○ 

 

90．処分場作業員の労働条件の

規則が作成される。 

90．△ 

91．廃棄物の運搬者がMドック

処分場入口で登録され、確認

される。 

91．△ 

 

有害廃棄物処

理（A） 

92．有害廃棄物が適切に取り扱

われる。 

92．□ 

 

感染性廃棄物

処理（A） 

93．感染性の廃棄物が適切に取

り扱われる。 

93．● 

 

破棄物の種類

の予測（A） 

94．将来の廃棄物の種類が量的

に予測される。 

95．廃棄物の種類の予測のため

の手法が調査される。 

94．○ 

 

95．○ 

 

96．小規模州における最終処分

のパイロットプロジェクトが

実施される。 

96．□ 

 

小規模州にお

ける最終処分

（A） 

97．小規模州における最終処分の

パイロットプロジェクトに関

するレポートが作成される。 

97．△ 

必要な人材（B）  人材 

人材開発（B）   

105．予算と支出が正確に記録さ

れる。 

105.○ 

 

財務管理（A、

B） 

106．廃棄物管理に関する収入と

支出のバランシートが作成さ

れる。 

106.○ 

財務 

コストと収入

（A） 

108．廃棄物の種類の量による課

税がNSWMP（案）で提案さ

れる。 

108．○
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109．廃棄物量を減少させるため

の課税がNSWMP（案）で提

案される。 

109．○

110．リサイクルを推進する課税

がNSWMP（案）で提案され

る。 

110．○

111．廃棄物の収集料金が住民や

民間企業、産業界に適用する

ため調査される。 

111.○ 

 

112．処分場での投棄料が住民や

民間企業、産業界に適用する

ためNSWMP（案）で提案さ

れる。 

112．○

 

民 間 企 業

へ の 外 部

委託 

モニタリング

（B） 

  

収集機材 114．機材のタイプ、排水溝の詳

細、稼働年月についてのイン

ベントリーが実施される。 

114．○

処分場機材 115．機材のタイプ、稼働年月に

ついてのインベントリーが実

施される。 

115.○ 

 

機材のメンテナ

ンス

（satisfied,B） 

116．収集運搬及び処分場運営管

理のために十分な数のガレー

ジとワークショップが存在す

る。 

116.○ 

物的資産 

最終処分場（A）119．全州のゴミ捨て場の位置、

土地、処分方法、稼働年数に

ついてのインベントリーが可

能である。 

117.□ 

120．廃棄物の質・量が定期的に

調査される。 

120.□ 廃棄物データ

（A） 

121．廃棄物の質・量の調査結果

が検証される。 

121.○ 

クレーム・苦情

コントロール

（B） 

  

知的財産 

レポート（A、

B） 

125．パラオ政府レベルで廃棄物

管理に関する年次報告書が作

成される。 

125.○ 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 
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表３－６－５ 組織レベルの達成度 

達成度 数 割合（％） CEI達成度（％）

○ 33 53.23 

□ 13 20.97 
74.2 

△ 14 22.58 

● 1 1.61 

▲ 0 0 

× 1 1.61 

合計 62 100 

25.8 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 

 

表３－６－６ 個人レベル（各C/Pにより詳細項目は多少異なるため

Calvin氏のケースについて評価チームが評価した結果等を記載） 

 

達成度の表示（4段階）： 

○：項目を満たしている 

□：項目を満たしているが折をみてアップデートされる 

△：実施中 

×：実施されていない 

大項目 小項目 詳細項目 

達成度

（2008.2

月時点）

1．廃棄物管理への関心 1．○ 

2．廃棄物管理への貢献意識 2．○ 

3．プロジェクトへの貢献意識 3．○ 

4．プロジェクトの進展及び成果への満

足度 

4．□ 

全体 姿勢

5．プロジェクトに関する知識 5．△ 

6．NSWMP作成におけるC/Pの責任の確

認 

6．○ 習得

7．NSWMP作成スケジュールの理解 7．○ 

8．11. NSWMP作成の進展のモニター 8．△ 行動

9．T/CメンバーとのNSWMP作成の取り

まとめ 

9．× 

NSWMP

作成の進

展のモニ

タリング 

結果 10．NSWMPの作成 10．－ 

11．Mドック処分場改善前の問題点の把

握 

11．○ 

12．Mドック処分場改善のコンセプトと

デザインの理解 

12．○ 

13．パラオにおける処分場の適切なデザ

インの考え方の理解 

13．□ 

デザイン

を含む最

終処分の

計画 

習得

14．最終処分計画の条件の理解 14．□ 
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15．NSWMPのなかで最終処分計画に適

用可能なMドック処分場改善工事の教

訓の説明 

15．□ 

16．パラオにとって適切な処分場構造の

考慮 

16．△ 

17．パラオにとって適切な処分場運営管

理の考慮 

17．△ 

18．NSWMPのなかで最終処分の提案 18．△ 

19．NSWMPのなかで最終処分について

の関係者への説明 

19．△ 

行動

20．Mドック処分場改善において修正点

の助言 

20．□ 

結果 21．NSWMPのなかで最終処分のコンセ

プトとデザインの作成 

21．－ 

22．Mドック処分場改善前の運営管理の

問題点の把握 

22．○ 習得

23．どのように改善されたMドック処分

場の運営管理をすべきかの理解 

23．○ 

24．Mドック処分場の運営管理の向上の

ために何人の追加職員が必要かの見積

もり 

24．□ 

25．Mドック処分場の運営管理の向上の

ためにどれくらいの資金が必要かの見

積もり 

25．□ 

26．Jenkins氏による処分場の運営管理向

上のためのマネジメント努力 

26．□ 

27．調達できる人材と資金を配慮して改

善されたMドック処分場の適切な運営

管理への考慮 

27．△ 

28．処分場向上のための予算確保方法の

考慮 

28．□ 

29．Mドック処分場における種別ごとの廃

棄物のモニタリングと記録データの強化 

29．△ 

 

30．PWDへのMドック処分場における種

別ごとの廃棄物のモニタリングと記録

データの月報の送付 

30．△ 

31．処分場運営管理のためのステークホ

ルダー会議の計画立案 

31．× 

32．Mドック処分場の運営管理の見直し

についての説明 

32．△ 

処分場の

運営管理

とメンテ

ナンスの

向上 行動

33．改善されたMドック処分場の運営管

理マニュアルの作成 

33．□ 
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34．処分場運営管理のための機材の管理

マニュアルの作成 

34．△ 

35．Mドック処分場が運営管理マニュア

ルの指針に沿って運営管理される 

35．－ 結果

36．蓄積されたデータが廃棄物管理計画

の見直しに活用される 

36．－ 

37．プロジェクトアウトプットの理解 37．□ 習得

38．プロジェクト実施スケジュールの把

握 

38．○ 

39．アウトプットに配慮したプロジェク

トの経過状況のモニターとコントロー

ル 

39．△ 

 

行動

40．CEIの手法によってプロジェクトの

進展状況の評価 

40．□ 

41．プロジェクトが計画されたスケジュ

ールに沿って進展する。 

41．－ 

プロジェ

クト・マ

ネジメン

ト 

結果

42．プロジェクト・マネジメントの経験

が将来のプロジェクト実施に活用され

る。 

42．－ 

43．コロール州以外の他州における廃棄

物管理の問題点の把握 

43．□ 習得

44．コロール州以外の他州における廃棄

物管理の問題点に対応可能な方法の考

慮 

44．□ 

45．コロール州以外の他州における廃棄

物管理の状況改善のための助言 

45．△ 行動

46．コロール州以外の他州における担当

職員とともにパイロットプロジェクト

の指揮をとる 

46．△ 

コロール

州以外の

他州の奨

励 

結果 47．コロール州以外の他州における廃棄

物管理が改善する 

47．－ 

 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 
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表３－７ 個人レベルの達成度（Calvin氏） 

自己評価 評価チームによる評価 
達成度 

数 割合（％） 数 割合（％） 

○ 12 30 10 25 

□ 0 0 13 33 

△ 26 65 15 38 

× 2 5 2 5 

合計 40 100 40 100 

出典：プログレスレポート（5）Annex4 

 

３－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標「廃棄物管理におけるコロール州の成功経験が継続され、パラオにおける他の州へ広

がる」の指標及び実績は、以下のとおり。なお、結論として上位目標は、パラオ政府が廃棄物管

理計画を適切に公布し、かつKSGが適切な廃棄物管理の運営を実施し、また、MoRDが各州政府を

支援し、NSWMPを遵守するよう指示すれば、3～5年以内に達成することが見込まれる。 

 

表３－８ 上位目標の指標と実績 

PDMの指標 実 績 

1．NSWMPがパラオ

で承認され、実施さ

れる。  

NSWMP（案）は、専門家チームが案を作成し、St/CでC/Pと協議を繰り返

しかつワークショップを通して集められた各州知事や民間企業のコメン

トを反映させてNSWMP（案）が作成された。終了時評価時点でNSWMP

（案）は、St/Cで最終承認され、MoRDの大臣に提出された。今後、MoRD

大臣と大統領府との話し合いにより、NSWMPの公布手順等が決定される

予定である。なお、パラオ側の承認が取れ次第、NSWMPは、ホテル、各

州、スーパーマーケット、建設会社、NGO、観光業者等へ配布する予定で

ある。 

 

３－５ プロジェクトの実施体制・実施プロセス 

プロジェクトの活動は、中間評価時点で活動計画の何点かに遅れ及び延期が生じていたが、終

了時評価時点では、以下の活動を除いてほぼ克服された。 

（1）Mドック処分場の改修工事の完了は、激しい降雨、SAMLOによるスクラップメタルの回収作

業、パラオ側による資材の供給の遅れ及び電気・機材修理が理由で遅れが生じた。 

（2）ガラロン州でのパイロットプロジェクトの実施は、EQPBからの新規処分場建設のための許

可申請の手続きに時間をとり遅れが生じた。 

マネジメント体制・モニタリング体制に関しては、プロジェクト目標の活動であるキャパシテ

ィの評価が、プロジェクト進捗のモニタリングとしても機能していた。なお、キャパシティ評価

は、プロジェクト専門家2名及びC/P2名の合計4名により実施され、各CEIにつき、6段階の評価を

実施していた。また、St/Cは6回、T/Cは40回、PEECは44回開催され、プロジェクト活動の進捗状

況の説明、NSWMP（案）の検討、3R活動等の住民教育・啓発活動の計画・実施等がなされ、関係
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者間で情報が共有されていた。 

相手国のオーナーシップに関しては、プロジェクト活動の各コンポーネントに関してC/Pのなか

で担当者が決まっており、特にキャパシティ向上目標評価及び環境教育啓発活動では、C/Pが積極

的に活動していた。なお、パラオ側の関係機関は、各州はゴミの収集運搬、MoRDは処分場管理運

営、EQPBは環境モニタリング、DEHは環境衛生をそれぞれ担当していたが、関係機関が多数のた

め、その調整に労力を費やすこともあった。 
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第４章 評価５項目による評価結果 
 

４－１ 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、パラオ政府と日本政府の政策、パラオの社会・経済ニーズ及びプ

ロジェクトデザインの点から高いと判断される。 

プロジェクトの上位目標とプロジェクト目標は、現在もパラオの国家政策である「国家開発計

画2020（1996）」、大洋州地域における日本政府の海外援助政策「PALM」のイニシアティブ、「パ

ラオJICA国別事業実施計画（2006）」等の政策、法律及び規制に合致している。 

「国家開発計画2020（1996）」では、長期的な開発・分野課題を農業、漁業、観光、土地利用、

環境管理（自然環境管理、汚染防止）、社会開発とし、1）持続的な経済成長、2）経済開発の均等

な共有と今後の公共支出のための計画フレームワークの提供、3）外国資本/開発パートナーとの

協力、4）自然環境保護/強化を前提とした開発重点課題を指針としている。 

また、日本は、パラオに対して、2004年6月に経済協力政策協議を行い、「環境」「観光」「漁業」

の3つをわが国の対パラオ経済協力の重点分野としている。こうした状況を踏まえつつ、JICAは、

わが国の対大洋州支援重点課題と対パラオ援助重点分野を念頭に、教育、保健、環境、産業振興、

公共サービスを援助重点分野としている。なお、環境は、パラオの重要産業である観光にとって

重要な課題であり、その適切な保全と持続的な経済発展のための有効活用が期待されている。ま

た、地域国際機関であるSPREPとの連携を図りつつ地域全体との整合性を高めながら環境保全の協

力を展開するものとしている。 

環境問題は、パラオにとって観光産業推進のために重要であると同時に経済発展のための持続

的な自然資源の保護と効果的な活用が期待されているため、パラオのニーズに合致している。 

また、パラオの住民は、自然環境の維持に深い関心をもっており、ゴミ問題が大きな課題とな

っているため、プロジェクトは、住民のニーズにも合致している。 

なお、プロジェクトのデザイン及びアプローチは、Mドック処分場の改善及び関係機関のキャパ

シティ・ディベロップメントの点で適切であった。 

さらに日本の廃棄物管理のノウハウについては、JICAの技術協力によってマレーシア、イラン、

中国、サモア等で現地の条件に対応した「準好気性埋立」の導入が評価を得ている。年間降水量

が4,000mm程であるパラオについては、欧米型の「嫌気性埋立」より、日本式の「準好気性埋立」

の方がより適していると考えられる。 

 

４－２ 有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下の理由からおおむね高いと判断される。 

（1）プロジェクト目標達成の見込み 

プロジェクト目標の指標は、ほぼ達成されている。終了時評価時点でCEIの70％以上が達成

されている。具体的には、社会・制度レベルで79％、組織レベルで74％、個人レベルで87％

の改善が見られた。なお、プロジェクト修了時までには、感染性のゴミ及び有害廃棄物管理、

Mドック処分場の機材のメンテナンスマニュアルの整備及びMドック処分場へのクレーム等

に対する記録と適切な対応手段の強化等については、プロジェクト終了時までに改善の努力

をする必要があると思われる。 
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（2）アウトプットのプロジェクト目標への貢献度 

すべてのアウトプットは、おのおの互換性をもってプロジェクト目標に貢献している。ア

ウトプット1～3へのプロジェクト目標への貢献は、以下のとおりである。 

・アウトプット1では、国家戦略の開発が長期ガイドライン〔NSWMP（案）〕として提示され

ており、今後NSWMPが公布されれば、廃棄物管理のキャパシティ向上に結びつくと考えら

れる。 

・アウトプット2では、Mドック処分場の周辺環境及び公衆衛生への配慮に対する緊急の対応

が目標となっており、処分場が改善され、マニュアルに沿って運営管理の指導がなされた

ことにより、処分場関係者のキャパシティ向上に結びついた。 

・アウトプット3では、廃棄物管理に関する問題に対応したキャパシティの向上が計画されて

いる。国内ワークショップ、ガラロン州での環境・社会面に配慮した小規模パイロットプ

ロジェクト計画策定・実施、3R活動、アースデーでの小学生を対象にしたゴミ分別リレー

のイベント等の住民教育・啓発活動、分別ステーションの設置・運営等を通して、関係者

のキャパシティが向上した。 

 

（3）促進要因 

・サモアのSPREP研修に参加した職員のうちの1名は、ワークショップやT/Cで発表を行うな

ど、プロジェクト活動への積極的な貢献が観察された。 

・ステークホルダーの環境保護に対する意識が一般的に高いことが、廃棄物管理に係るプロ

ジェクト活動を促進し、ステークホルダー自身のキャパシティの向上に貢献している。 

・MoRD大臣とKSGの知事がプロジェクトに対して大変理解があり、NSWMPや3R活動等のプ

ロジェクト活動についても十分把握していた。 

 

（4）阻害要因 

・激しい降雨が法面整形工事に影響を与え、Mドック処分場の改善工事計画に遅れが生じた。 

・パラオ側の投入であるコーラルサンドや石の調達に遅れが生じ、Mドック処分場の改善工事

に遅れが生じた。 

・何人かのC/Pは、通常業務に専念しなければならず、プロジェクト活動に積極的に参加でき

ないこともあった。特に保健省からのC/Pは、コロール州外にいることが多く、プロジェク

ト活動に参加することが難しかった。 

・Mドック処分場のモッタイナイヤードでのSAMLO社のスクラップ収集活動が場所を占めて

いて改善工事に支障をきたした。 

・浸出水調整池の循環ポンプの調達が適格ではなくポンプ設置後不具合が生じた。 

 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は、以下の理由から高いと判断される。 

（1）投 入 

＜日本側＞ 

専門家の派遣に関しては、タイミング、期間、数、質及び専門分野ともほぼ適切だった。

プロジェクトの達成から判断して、専門家はアウトプットの達成に貢献した。なお、パラオ
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に専門家が不在のときには、パラオに滞在している他の分野の専門家が、その専門家の活動

をカバーしなければならず専門分野外の活動にも従事しなければならない状態であった。担

当専門家が現地に不在のときには、現地コンサルタント等を活用し、プロジェクト活動のフ

ォローをできるようなシステムであればより効率的にプロジェクトが実施できたと考えられ

る。 

機材及び資材の調達は、質、タイミング、量、活用の点でほぼ適切であった。アウトプッ

ト達成への貢献は、比較的高い。 

＜パラオ側＞ 

C/Pの配置に関しては、パラオの状況を考えると、タイミング及び技術レベルは、ほぼ適切

であった。各アウトプット達成への貢献は、比較的高かったものの、アウトプット1のNSWMP

（案）作成に関しては、C/Pの文書作成能力をフォローするため、専門家チームが案を作成し、

C/Pと協議をして案を修正していく方法に変更した経緯がある。なお、すべてのC/Pは、政府

機関のフルタイムのスタッフであり、プロジェクト活動への参加は、制限されており常時参

加できる状態ではなかった。プロジェクト事務所については、パラオ側から提供された。MoRD

の予算については、SWMO-BPWに廃棄物管理のための別口座が設置され、今後も引き続き廃

棄物管理のための予算が承認される見込みである。しかしながら予算の執行はパラオ側の財

政難の影響で遅れが生じた。 

 

（2）効率性の促進・阻害要因 

・Mドック処分場改善工事中も処分場が使用できるよう埋立エリアと工事エリアを区分して効

率的に改善工事を行った。 

・2006年に実施された住民教育・啓発活動の内容をまとめたものが、JICA広報グランプリで

環境計画部門賞を受賞し、C/Pの住民教育・啓発活動に対する意識と意欲を高めた。 

・Mドック処分場でスクラップメタルの回収に携わっているSAMLO社が国際市場での資材の

値上がり等の影響を受けて活発に活動し、Mドック処分場での廃棄物処理に貢献した。 

・C/P以外の政府機関の職員（SWM Coordinator及びSWM Educator等）が他州での廃棄物管理

の指導を実施したり住民環境教育・啓発活動を支援するなど、プロジェクト活動に貢献し

た。 

・プロジェクトは、Mドック処分場改修工事にあたり、現地業者や資材等の現地リソースを活

用した。 

 

４－４ インパクト 

（1）上位目標の達成の見込み 

パラオ政府がNSWMPを適切に公布し、かつコロール州政府が適切な廃棄物管理の運営を実

施し、また、MoRDが各州政府を支援し、NSWMPを遵守するよう指示すれば、3～5年以内に

達成することが見込まれる。なお、11月の大統領選挙の結果によっては、現在の人事体制が

大きく変わり、これまでプロジェクトにかかわってきた人材の入れ替わりも予想されること

から、10月のプロジェクト終了までにNSWMP（案）が公布されるよう、更なる働きかけが必

要である。 
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（2）正のインパクト 

1）Mドック処分場周辺 

・パラオ政府は、SAMLO社と2006年から5年間の契約を締結し、パラオ国内に廃棄されて

いるスクラップの回収及び国外搬出を開始した。2008年2月段階では1,500t以上のスクラ

ップが搬出されている。 

・ローカルの回収業者がモッタイナイヤードを利用し、ハードプラスチックの収集活動を

開始し、中国本土に搬出している。 

・日本のNGOの支援によりMドック処分場に貯蔵されている古タイヤの国外搬出も開始さ

れている。 

2）パラオ政府の廃棄物管理に関する政策及び活動 

・KSGによるリサイクルセンターは建設中であり、9月か10月には完成予定である。リサイ

クルセンターが稼働するようになったらペットボトル及びアルミニウム缶について回収

を行う予定でいる。現在民間会社が40c/kg（アルミニウム缶）で回収を行っているが、

パラオ政府のデポジット・プログラムが開始されれば、5c/缶で回収が行われることにな

る。 

・処分場運営基金が、パラオ議会の承認を受けた。 

3）廃棄物管理に関する住民教育・啓発活動 

・住民教育・啓発活動に関し、保健省の環境衛生課と協力して片面がデング熱の看板、片

面が3Rの看板がバベル島の主要な道路脇75カ所に設置された。 

・住民啓発活動を推進するPEECに対し、刑務所、カヤンゲル州、観光公社等から依頼があ

りゴミの分別収集に関するプルプゼンテーションを行った。 

・3R活動の一環であるサマーキャンプ（参加者：50人、期間：3週間）で高校生が小学生・

中学生に対して3Rに関するプレゼンテーションを行ったり、3Rについての話し合いのな

かで3RではなくRefuse（エコバックの使用等）を追加した4Rにすれば良いのではないか

等の積極的な意見も出た。 

 

（2）負のインパクト 

負のインパクトは特に観察されなかった。 

 

４－５ 自立発展性 

自立発展性は、NSWMPの適切な実施条件の下、政策・組織的側面、財政的側面、技術的側面及

び環境・社会的側面から中庸だと判断される。 

（1）政策・組織的側面 

新規処分場に関しては、MoRDはアイメリック州に将来の新規処分場の候補地を選定してい

る。KSGリサイクルプロジェクトに関しては、MoRDとKSGの合意により国家デポジット・プ

ログラムを基盤としたKSGによるリサイクルセンターが建設中である。さらに人材に関して

は、2008年3月には、SWMO-BPW（MoRD）にSWM CoordinatorとSWM Educatorが新たに雇

用され州政府のキャパシティの支援及び住民教育・啓発活動に従事している。また、

SWMO-KSGの職員も2006～2007年に5人増員し、KSGリサイクルプロジェクトの準備と運営

に従事している。 
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（2）財政的側面 

2008年にMoRD内でSWMO-BPWの予算口座が新たに承認された。また、処分場管理基金と

リサイクルプログラム法の結果として、処分場運営基金（投棄料）からの資金とデポジット・

プログラムからの資金が廃棄物管理に活用されることが期待される。処分場運営基金につい

ては、既に議会の承認を得ており、MoRDによる料金体系や体制整備が整えば、開始できる段

階にあることから、プロジェクト終了時までにプロジェクト側からMoRDへの更なる働きかけ

と支援が必要である。なお、Mドック処分場へのゴミ投棄の60％は、スーパーマーケット等の

民間会社が行っており、投棄料を徴収することにより、管理・運営費の捻出が見込まれる。M

ドック処分場へのゴミの投棄は、20t/日となっており、1t当たり15ドルの投棄料を徴収するこ

とにより、年間日約10万ドルの資金が得られることになるが、関係者の利害関係も絡んでく

るため、実施に移すには困難も予想される。 

 

（3）技術的側面 

Mドック処分場の改修工事とガラロン州でのパイロットプロジェクトで紹介された技術は、

コスト面及び技術面ともプロジェクト終了後も持続的な運営が確保されている。また、他州

もプロジェクトの経験を活用することに強い興味を示している。 

さらに、パラオ側は、ニューズレター作成、新聞広告、住民へのプレゼンテーション、ア

ースデーのイベント等の3R促進活動だけでなくPEEC及びT/Cについてもプロジェクト終了後

継続して活動していくとこが確認された。なお、住民に対するゴミの分別活動に関しては、

ガラロン州で分別ステーション（3つの色分けしたドラム缶を設置し、リサイクル可能なゴミ、

リサイクル不可能なゴミ、缶・ペットボトルに分別するステーション）を設置しており、現

場視察を行ったが、実際はペットボトル・缶と埋立ゴミがしっかり分別されていない状況も

あり、住民に対してゴミの分別に関する更なる働きかけが必要だと思われる。 

 

（4）環境・社会的側面 

プロジェクトは、処分場の開発のための環境社会配慮の事例を提供した。また、Mドック処

分場の改修工事のプロセスを通して、ステークホルダー間のコンセンサス形成がなされた。

今後、EQPBはMoRDとともにMドック処分場の管理・運営マニュアルに基づいて環境モニタ

リングを継続する予定である。なお、Mドック処分場周辺の環境社会配慮に関し、住民の理解

を十分得るため、C/Pによる積極的な説明が必要であると思われる。 
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第５章 結     論 
 

プロジェクトの主な結果は以下のとおりである。 

・パラオの廃棄物管理の長期的な指針となるNSWMP（案）が策定された。 

・プロジェクト開始前はオープンダンプ状態であったコロール州のMドック処分場が、準好気性

埋立を導入することで大きく改善された。この経験は、今後パラオにおける他州での新規処

分場計画や運営管理のモデルとして活用することができる。 

・プロジェクトにおける各活動や研修等を通じ、C/Pのキャパシティは向上し、設定されていた

CEIは、個人レベル、組織レベル、及び制度・社会レベルの各カテゴリーについて、プロジェ

クト期間中にその目標が達成されている。 

以上に加えて、パラオ側はパイロットプロジェクトのコスト負担、さまざまな資材の供給、M

ドック処分場改善及びパイロットプロジェクトとしての小規模処分場建設における敷地測量、海

水水質モニタリング等の追加的な投入をするなど、多大な貢献を行った。また、中間評価調査団

からの提案事項への対応も適切に行われており、C/Pのオーナーシップの高さが認められた。 

上記のとおり、プロジェクトは比較的順調にこれまで進捗してきており、プロジェクト目標は

達成されると判断される。また、パラオ側プロジェクト関係者の継続的な努力があれば、十分な

自立発展性の見込みも高い。したがって、本プロジェクトは、計画されていたプロジェクト期間

（2008年10月3日）をもって協力を終了する。 
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第６章 今後の計画 
 
６－１ 提言・教訓 

（1）提 言 

以下5点を終了時評価報告書においてパラオ側へ提言した。 

・T/C、PEECの継続的な実施 

T/C及びPEECは、パラオ政府機関下における常設委員会として継続され、そのための予算

及び人材が確保される必要がある。両委員会は、パラオにおけるリサイクルや啓発活動を今

後全国的に実施していくために大きく寄与することが期待される。 

・NSWMP活動計画の確実な実施 

NSWMPが正式に承認された際には、NSWMPの活動計画の実施状況についてのモニタリン

グが重要であり、MoRD、大統領府、及び財務省等の関係政府機関に対して適切な情報が届く

ような仕組みの構築が必要である。また、活動計画の実施に関しては、定期的なレビューが

なされる必要がある。 

・廃棄物管理に係る必要予算の確保 

Mドック処分場への廃棄物埋立処分の有料化や飲料容器デポジット・プログラム等により、

廃棄物管理に必要な十分な予算が確保される必要がある。これらの財源確保は、Mドック処分

場を適切に維持管理するためだけではなく、パラオ全州の廃棄物管理を支援する立場にある

MoRDの業務を維持していくためにも必要なものである。 

・Mドック処分場に替わる新規処分場の早急な計画立案 

Mドック処分場の閉鎖のタイミングに合わせて供用開始できるようにMドック処分場に替

わる新規処分場の計画をできる限り早期に開始しなければならない。 

・廃棄物管理に係る定期的なワークショップの実施と、MoRDとKSGによる、プロジェクトの

経験の他州への波及 

MoRDが、NSWMPに従い、各州の廃棄物管理キャパシティ向上を目的とした定期的なワー

クショップを今後も継続して実施していくこと、またKSGが、パラオにおける廃棄物管理の

模範的立場で他州を支援していく役割を果たしていく必要がある。MoRDとKSGの協力関係が

パラオにおける総合的な廃棄物管理の改善には必要不可欠である。 

 

（２）教 訓 

以下5点を終了時評価報告書において教訓としてパラオ側へ提示した。 

・小島嶼国・地域における廃棄物管理においては、住民教育啓発活動が成功の鍵となる 

パラオを含む大洋州の国々の人々は、域外の国々から輸入される物資に大きく生活を依存

している。しかし、地理的に隔絶されていること、経済的なリサイクル市場が成立しないこ

となどから、そのような物資をそれぞれの国でリサイクルすることは難しい。小島嶼国にお

いては、輸入された物資は、産業が発達した規模の大きな国々の市場へ返却されない限り、

廃棄物として島に残されることになる。したがって、小島嶼国にとっては、「3R」の概念を実

践していくことが必要不可欠であり、そのために、住民教育啓発活動が、政府レベルから草

の根のレベルまでのすべてのレベルにおいて継続されることが、成功の鍵となる。 
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・オープンダンプの改善が、人々の廃棄物管理に対する取り組みを変化させる 

Mドック処分場改善による美的景観の変化は、住民、政治家、伝統的慣習のリーダー、民間

業者及び処分場の作業員等の廃棄物問題に対する態度や意識を大きく変化させた。人々は、

処分場の物理的及び視覚的な変化を目にすることで、廃棄物を自分達で管理できるという自

信を深める。 

・適正技術が処分場運営の自立発展性を担保する 

その国の状況に応じた費用や技術レベルなどを考慮した適正な技術を利用することが重要

であり、それによりC/Pの強いオーナーシップの下で改善された処分場の運営がきちんと維持

されていく。 

・廃棄物管理においては、社会面の配慮が重要である。 

市民はやるべきことが分かれば自分たちで十分に実施していけることが市民への啓発活動

を通じて分かっている。大洋州の多くの国では、コミュニティにおける伝統的な意思決定の

慣習が根強く残っており、コミュニティの指導者は多大な影響力をもっている。廃棄物管理

の新たな活動をコミュニティへ広めていくためにはコミュニティの伝統的指導者に対して適

切なアプローチを行うことが重要である。 

・廃棄物管理は、終わりのない挑戦であり、かつ機会を提供するものである。 

すべてのステークホルダーは、廃棄物管理への取り組みは、終わりのない挑戦であること

を理解する必要がある。すべてのステークホルダー、特に民間企業が同じ舞台に立つことが

重要である。本プロジェクトの実施により、パラオにおける民間企業は、ビジネスとしてリ

サイクルを推進する機会を得ることができた。これは、国全体として廃棄物管理を改善して

いくために、ビジネスの立場からのさまざまな選択肢を模索していく機会を民間企業に提供

したことになる。 

 

６－２ 団長所感 

本プロジェクトの終了時評価にあたり、プロジェクトの案件形成からかかわった一人として、

以下に所感を記す。 

（1）プロジェクトの背景 

本プロジェクトはパラオ政府から2003年に要請された20億円の無償資金協力を、技術協力

プロジェクトとして採択、実施しているものである。要請された20億円の無償資金協力の内

容は、新規最終処分場の建設、焼却炉建設、埋立重機供与などであった。パラオのような小

島嶼国におけるこのような協力は持続性の観点から望ましくないため、日本側は2004年6月に

プロ形調査団を派遣し、パラオ政府と協議を行った。その結果、既存のオープンダンプ（M

ドック処分場）の改善、NSWMP策定、収集システム改善、教育・啓発などを行うことにより

パラオの廃棄物問題への対処能力を向上させるという技術協力プロジェクトが提言された。

無償資金援助に代わるこの技術協力の内容は2000年からサモアをベースにして実施されてい

た大洋州地域を対象とした広域廃棄物技術協力の実績を踏まえたものである。それを受けて、

パラオ政府より2004年9月に技術協力プロジェクトの要請が出され、2005年5月の実施協議

（R/D締結）を経て2005年10月よりプロジェクトが開始された。本プロジェクトは廃棄物分野

で最初の民間活用型技術協力プロジェクトとして実施されている。 
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（2）プロジェクト実施状況 

中間評価時において、一部活動に遅延が見られたものの、計画の見直しとそれに基づく投

入によりそれらの遅れについてはプロジェクト終了時までには回復し、当初のプロジェクト

目標を達成する見込みであることが述べられている。懸案であったMドック処分場の改善工事

及びNSWMP（案）の策定のいずれも今回の終了時評価において完了しており、中間評価以降

の期間についても総じてプロジェクトは順調に展開してきたといえる。 

PDM上には3項目の成果があり、その第一の成果はNSWMP（案）の策定である。これは最

終処分される廃棄物を極力減らし、適正処理するための中長期的な指針となるものである。

これまでパラオには1999年に外国コンサルタントの手により作成された計画はあったが、承

認も実施もされないままになっていた。本プロジェクトの活動として、T/Cで同計画の見直し

を含む1年以上の議論を踏まえて、他のステークホルダーに対する参加型アプローチにより

NSWMP（案）の策定が行われた。この計画案はSt/Cの承認を得たあとにMoRD大臣に提出さ

れ、現在、正式承認のための大統領の署名を待っている状況である。 

2番目の成果は最終処分の改善で、劣悪な状況にあったMドック処分場の改善を通じた処分

場運営管理能力の向上が主眼である。2005年の開始以来、Mドック処分場の改善工事が当初の

想定より長い工期を要して完了した。原因としては、単年度ごとの契約による入札図書の作

成・契約手続き及び精算業務、集中豪雨による一部法面洗掘の補修工事、民間会社による処

分場内金属回収作業の影響、供与機材の不備・修繕などがあった。Mドック処分場は数十年に

わたってゴミ投棄が行われて劣悪な運営が行われてきたもので、パラオ国際珊瑚礁センター

に近接し、周辺にはホテルやダイブショップなどがあり、かつドックとしての海上交通の要

所であるため、市民や観光客の目につきやすい場所に位置している。したがって、不衛生なM

ドック処分場は常に市民の注目を浴びており、その改善効果は大きなインパクトがあった。

これによりパラオの市民、政治家などのゴミ問題に対する態度や関心が著しく変化したとの

MoRD大臣やコロール州知事の言葉に裏付けられるように、新聞などでも大きく取り上げられ

ている。Mドック周辺にはコロール州のリサイクル施設も建設中で、さながら日本のクリーン

センターのような場所となりつつある。 

3番目の成果は研修やパイロットプロジェクトの実施を通じた廃棄物担当者の能力向上で

ある。人材の不足は他の島嶼国と同様にパラオも例外ではない。多くの業務を兼務する少な

いC/Pの育成は困難を伴うが、市民への啓発活動、リサイクル活動をセットにした小規模処分

場開発、コロール州の分別収集活動への支援、内国研修、地域研修などを通じてC/P及び周辺

人材の育成が行われてきている。また、サモアをベースとする廃棄物広域プロジェクトやフ

ィリピンでの開発調査などとの連携により、類似国での多くの知識、経験を共有することが

できたと考える。 

プロジェクト目標である中央政府とコロール州のキャパシティの向上については、個人、

組織、制度・社会のすべてのレベルにおいて当初の目標値を越えている。今後も更なる継続

が必要である。 

 

（3）パラオ側の主体性と持続性確保への努力    

プロジェクト開始以来、R/Dに記載されていない追加の投入がパラオ側から行われてきた。

例えばMドック改善工事における砕石や浚渫砂の材料支給、測量業務、水質分析、パイロット
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プロジェクトの一部コスト負担などである。これらはパラオ側の自助努力として負担された

ものであり評価できる。また、中間評価時に提言された項目の多くがパラオ側の主導で実現

されていることは、C/Pを中心としたパラオ側の努力が大きかったことによるものである。 

本プロジェクト期間中に容器包装のデポジット法案の成立があり、プロジェクトの実施に

追い風になった。中間評価以降にも、MoRD及びコロール州とも廃棄物担当部署の組織強化（人

材補強）が行われたこと、MoRD内で廃棄物管理部門が独立の予算体系となったこと、ゴミ処

分料金の徴収が決定されたことなど、パラオ側の主体性の下に徐々にではあるが着実に進展

が見られている。 

人材や資源の少ない小島嶼国において、プロジェクト後の持続性の確保はなかなか困難で

あると言わざるを得ない。それは単に廃棄物管理だけにかかわる問題ではなく、他のすべて

の分野に共通する課題である。各国の状況に合った適正技術を導入しても、それを受け継ぐ

人材の連続性を確保することが難しいという事実がある。そのような状況のなかで持続性を

少しでも高めるためには政治家や国民の目をできるだけ廃棄物問題に振り向けるように努力

することが必要であり、それによって得られる彼らの理解を最大限活用するような仕組みを

つくり上げるしかない。言い換えれば、限られた資源のなかで小さな成果を積み重ねて継続

し、段階的に改善していくことである。 

パラオにおいては、現在のMドック処分場が今後5年程度の寿命しかないため、コロール州

のゴミを受け入れる、Mドックに替わる新たな最終処分場の計画に関する技術的な支援が必要

となることが予測されている。新規の処分場はアイメリック州に土地を確保することが国と

州の間で合意されており、アイメリック州知事はその実現に向けて伝統的指導者グループと

話し合いを進めている。新規処分場の建設（処分場の移転）には大きな障害が伴いがちであ

るが、Mドック処分場の改善やガラロン州の小規模処分場の建設・運営を見てきた市民の目が

変わってきており、迷惑施設としての拒否反応が小さくなっている。その動きを強化するた

めにも現処分場の適正な運営管理が重要であることはいうまでもない。したがって、プロジ

ェクト終了後も適正な運営指導を行うような定期的なモニタリングやフォローアップを実施

することにより技術的な助言を与えるとともに、C/Pの士気を保つことも有効かつ必要である。 



付 属 資 料 

 

１．合同評価報告書 

 

 

２．評価グリッド（調査結果記入版） 
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上位目標の達成状況 
計画 結果 

上位目標 指標  
（PDM Ver.2） 

達成状況/結果 
課題 

廃棄物管理における
コロール州の成功経
験が継続され、パラオ
における他の州へ広
がる。 

国家廃棄物管理計画がパラオで
承認され、実施される。 

以下が満たされれば、プロジェクトの上位目標は達成され
る見込みである。 
1) パラオ政府が、今後の廃棄物管理の指針として国家廃

棄物管理計画（NSWMP）を公式に承認・採択する。 
2) コロール州政府が、廃棄物管理のモデル州として、適

切な運用を行う努力を続ける。 
3) 資源開発省（MoRD）が継続して NSWMP 実施の任務

を果たし、各州を支援する。 

 

 
プロジェクト目標の実績 

計画 結果 
プロジェクト目標 指標  

（PDM Ver.2） 
実績 

課題 

中央政府及びコロー
ル州政府の廃棄物管
理のキャパシティが
強化される。 
 

プロジェクト終了
時にキャパシティ
向上目標項目の少
なくとも 70％が改
善される。 

 

キャパシティ評価の結果、プロジェクト終了までにプロジェクト目標が
達成されることが期待できる。 
 
理由／証拠 

キャパシティ評価の結果は、表 1 にあるように、3 つのターゲット・レベ
ルでキャパシティが改善していることを示している。 

表 1 キャパシティの改善 

レベル 2008 年 2 月時点 

制度・社会 79% 

組織 74% 

個人 87% 

注： 

1)  キャパシティ評価項目の％ 

             2)  キャパシティ評価項目は、アウトプット 1、2、3 で取
り上げる。 
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アウトプットの達成 
アウトプット 1 

計画 結果 
アウトプット 指標  

 （PDM Ver.2） 
達成度% 実績 

所見 情報源 

1. 廃棄物処分
量を削減するた
めの国家廃棄物
管理計画（案）
が策定される。

国家廃棄物計画案
が策定される。 

100 % NSWMP は、2008 年 2 月 26 日にステアリン
グ・コミッティー（St/C）で案が作成され、
承認され、更なるアクションのため MoRD
に提出された。 

進展を注視し、NSWMP
の公式な承認・採択を促
進するために、モニタリ
ングとフォローアップ
が必要である。  

-NSWMP 案 
-運営委員会協議議
事録（M/M）  

   NSWMP 案の内容は以下のとおりである。 
第 1 部：概要 
第 2 部：NSWMP 案作成の背景  
第 3 部：NSWMP 案  
第 4 部：アクション・プラン 

  

アウトプット 2  
計画 結果 

アウトプット 指標 
  （PDM Ver.2） 

達成度% 実績 
所見  情報源 

2. コロール州
における環境や
健康のリスクを
抑制するために
既存の廃棄物処
分方法が改善さ
れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97% 
（指標

2.1~2.3 の相
加平均） 

アウトプット 2はプロジェクト終了時までに達成され
ると思われる。 
 
M ドック処分場は、物的構造とともに運営の点でも、
許容可能なレベルまで改善されている。 
 
以下に示すように、M ドック処分場における不適切な
廃棄物処分に係るリスクは改善されている。 
 
表2 改修工事後のMドック処分場における環境改善

改善 対策 

1. 周辺海域への浸出水流

入の減少 

2. 周辺のマングローブへ

の浸出水流入の減少 

築堤、法面整形、浸出水と雨

水の分離、排水 

3. 景観の改善 法面整形、植栽吹き付け、植
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樹 

4. 悪臭の減少 廃棄物への覆土 

5. 周辺地域における廃棄

物の散乱の減少 
法面整形、小規模な土手 

6. 廃棄物の不法投棄の減

少 
周辺地域の検査 

7. 州内の廃棄物の資材再

生の増加 
廃棄物の分離、モッタイナイ

ヤード（再生資源置き場）の

造成 

8. 埋立地から公道への土

壌流出の減少 
タイヤ洗浄池 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 コロール州の
M ドック処分場が
改善される。 

100%  M ドック処分場の改修は 2007 年 12 月に完了した。  - M ドック処
分場の建設
報告書（フェ
ーズ 1、2）  

 2.2 M ドック処分場
の運営管理マニュ
アルが作成される。
 
 

100% M ドック処分場の運営マニュアルが作成・精査・修正
された。 

 - M ドック処
分場の運営
マニュアル 
- 公共事業
局の公式文
書 

 2-3 マニュアルに
従って MoRD と
KSG により M ドッ
ク処分場が適切に
運営される。 

90% 処分場の職員は、上記運営マニュアルにより、処分場
の適切な運営のための研修を受けた。処分場で幾つか
の改善が見られた。改善には、処分場の規制の設定、
分別活動の強化が含まれる。  

運営マニュアルは
業務手順を説明し
ているが、幾つか
のトレーニング
は、廃棄物が浸出
水集水菅をカバー
できる高さに達す
るまで延長されね
ばならない。この
トレーニングに
は、垂直ガスベン
ト施設の普及、浸
出水処分のための
浸出水循環が含ま
れる。 

研修報告書 



 

－
92

－

アウトプット 3  
計画 結果 

アウトプット 指標 
（PDM Ver.2） 

達成度% 実績 
所見 情報源 

（全体） 93 % 
（指標

3.1~3.3 の相
加平均） 

プロジェクト終了までにアウトプット 3 が
達成されることが期待できる。 

  

3-1 パラオの少な
くとも 10 州がパラ
オで実施されるワ
ークショップに参
加する。 
 
 

100 % アウトプット 3.1 は達成された。  
カウンターパートが、プロジェクト実施期
間中に、廃棄物管理とともにプロジェクト
における自らの責任を認識していることが
確認されている。 
パラオにおける第 1 回国内ワークショップ
は、2006 年 5 月に行われた。31 名の職員が
第 1 回国内ワークショップに参加した。第
2 回ワークショップは 2007 年 5 月に行わ
れ、33 名が参加した。参加した州の数は、
合計 16 州だった。 

 - 国内ワークショッ
プ参加者リスト 
- 第 2 回国内ワーク
ショップの議題案 
-キャパシティ評価
項目リスト 

3-2 関連機関の廃
棄物管理のトレー
ニングプログラム
が策定される。 

90 % さまざまなトレーニングプログラムが作
成・実施された。  

ミクロネシア連邦やマ
ーシャル諸島共和国の
参加者を含んで、サブ
地域ワークショップが
2007 年 6 月に行われ
た。 
他州で支援するため
に 、 資 源 開 発 省
（MoRD）によるフォ
ローアップ活動が必要
である。 

・PGR（1）第 2.9 章 
（ワークショッ
プ計画） 

・PGR（1）第 2.4 章 
（プロジェクトの能
力改善目標） 
・PGR（2）第 2.8 章 
（プロジェクトにお
ける住民教育・啓発
プログラムの作成） 
・PGR（5）第 3.5 章
（M ドック処分場の
保守・運営研修） 

3. パラオの廃
棄物関連機関の
関係者が訓練さ
れる。 

3-3 意識啓発のた
めの環境教育教材
が作成される。 

90 % 廃棄物管理のための住民教育・啓発活動の
分野で、カウンターパートはプロジェクト
で行われた OJT を通じて訓練されていると
考えられる。 
廃棄物管理教育や意識啓発のために作成さ
れた道具や資料は、適切に活用される必要
がある。 
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活動の実績 
アウトプット 1 に係る活動 

計画 結果  
アウトプット 1 活動（PDM Ver.2） 達成度% 実績 

所見/課題 

廃棄物処分量を
削減するための
国家廃棄物管理
計画（案）が策
定される。 

1-1 廃棄物を最小化・削減する
ための手法/システムを調査す
る。 
 

100 % 
 
 

NSWMP に貢献し得る、廃棄物を最小限に抑え、削
減する手法/システムが確認された。  

以下のようなさまざまな調査に基づき、「廃棄物回
避・削減手法」〔PGR（3）付属書 8〕の報告書案が
作成された。 

1) プロジェクトに係るベースライン・データが収
集された。 

2) 3R の状況を含む、廃棄物管理の現在の運営制度
の調査が行われ、報告書にまとめられた。 

3) 廃棄物管理の法律・計画の見直しがローカル・
コンサルタントにより行われた。 

4) パラオにおける廃棄物管理の動向を考慮に入れ
て、社会・経済的特徴などの追加データが集め
られた。 

5) 廃棄物を最小化・削減するために、優先ターゲ
ットグループを対象にしたアセスメントが
PEEC のメンバーにより行われた。 

6) リサイクル市場の将来予測を含むアルミ屑、鋼
鉄屑などの世界市場に係るデータ、情報の収集
が行われた。リサイクル市場の将来予測に関し
て、報告書が作成された。  

1) PGR（1）第 2.5 章、
Annex 8 

2) PGR（1）Annex 8 
3) PGR（1）第 2.5 章、

ローカル・コンサル
タントの㈱GK2 の報
告書 

4) PGR（2）第 2.2 章 
5) PGR（3）第 2.7 章 
6) PGR（3）Annex 9 

 1-2 国家廃棄物計画案に教訓
を反映させるために KSG リサ
イクルプロジェクトで廃棄物
の分別収集システムを支援す
る。 

100 % プロジェクトは、コロール州政府（KSG）のリサイ
クルプロジェクトにおける廃棄物の分別システム
を以下の方法で支援している。 

1) コロール州の廃棄物分別プログラムのフィージ
ビリティを確認し、NSWMP 案に反映するため
に、以下の支援を行った。 

-アプローチに係る提言 

-住民啓発・環境教育 

- M ドック処分場での KSG プロジェクトに必
要な取り決め 
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2) KSG プロジェクトで 25 カ所の廃棄物分別ステー
ションが建設され、廃棄物の回収・輸送の運営
のモニタリング様式が準備されている。 

3) M ドック処分場で、KSG プロジェクトに必要な
取り決めがなされた。 

4) 住民啓発・環境教育への技術支援がなされた。 

5) 運営の観察から、KSG に対して、モニタリング
様式案の作成を含む提言がなされた。 

 

NSWMP への教訓 

廃棄物分別プログラムに関し、積極的かつ一貫
性のある住民教育及び意識啓発が必要である。

 1-3 国家廃棄物計画案が策定
される。 
 

100 % 
 

更なるアクションのために、NSWMP 案が作成され、
St/C で承認され、資源開発省大臣に提出された。以
下に説明するように、NSWMP 案を作成するための
すべての活動が終了した。 

 
1) パラオにおける廃棄物管理の動向を考慮に入れ

て、社会・経済的特徴など、NSWMP 案及びその
戦略の準備に必要なデータが集められた。 

2) 固形廃棄物総合管理計画（ISWMP）の見直しの
議論がテクニカル・コミッティ（T/C）で行われ、
カウンターパートと廃棄物管理の現在の運営状
況の調査がなされた。T/C での議論に基づき、
ISWMP が見直された。 

3) NSWMP 案及び戦略案の準備のために、以下の業
務が行われた。 

-ヒアリング及びインタビューによる、パラオ
における廃棄物管理制度の状況の確認 

-リサイクル状況の確認 

-法律、基準、指導の状況の確認  

-1999 年に策定された ISWMP の見直し及び提
案されたアクション・手段と現状のギャップ
の確認 

4) 関係者がパラオのより良い廃棄物管理の概念を
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共有し、議論を通じて意見・提言を受け入れるた
めに、以下に示すように、関係者ワークショップ
が 3 回行われた。関係者ワークショップの参加者
には、政府役人、知事、民間企業のオーナー、NGO
が含まれる。 
ワークショップの結果は、NSWMP 案に反映さ

れた。 
 

表 3 関係者ワークショップの概要 
No. 日時 参加者 参加者数*

No.1 2007 年 9 月 1
日 

各州の知事、関係政

府機関 
25 

No.2 2007 年 9 月

18 日 
主要な民間企業、パ

ラオの NGO 
35 

No.3 2007 年 10 月

31 日 
各州の知事、関係政

府機関、民間企業、

パラオの NGO 

48 

注：* JICA 専門家、カウンターパートを含む。 
出典：プロジェクト報告書（2008 年 3 月） 
 
5) さまざまな関係者ワークショップとともに多数
の T/C の議論の結果に基づき、NSWMP 案が作成さ
れた。 

 
アウトプット 2 に係る活動 

計画 結果 
アウトプット 2 活動（PDM Ver.2） 達成度% 実績 

Remarks/Issues 

準好気性埋立手法に基づき M ドック処分場の改善計
画が作成され、多少の遅れは生じたが工事が実施さ
れた。すべての改善工事は、以下の順序で 2007 年 12
月に完了した。  
1) M ドック処分場改善のための現状調査が行われ

た。 
2) 調査結果によると、準好気性埋立構造の M ドック

処分場の改善計画が準備された。 

東部で、大雨により土
手の一部が約 15m にわ
たって崩壊した。この
修復で追加工事が行わ
れねばならなかった。 
 
 

コロール州にお
ける環境や健康
のリスクを抑制
するために既存
の廃棄物処分方
法が改善され
る。 

2-1 M ドック処分場の改善計
画を策定し、適切な技術を用い
て改善を実施する。 

100 % 

 

3) M ドック処分場改善のために入札図書が準備され
た。 

4) 投棄された廃棄物や水質の現地調査が行われ、改

資材の供給などでパラ
オ側の投入・活動が多
少遅れ、修復工事日程 
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善が必要な問題・項目を明らかにした。  

5) 関係者の意見や社会・環境面を考慮に入れて、M
ドック処分場の改善工事（フェーズ 2）の原案が修
正された。 

6) フェーズ 1、2 のプロジェクト管理・監督が行われ
た。 

に悪影響があった。 
 
SAMLO 社の活動は改
善工事の進捗を妨げ、
遅延を回避するために
調整が適宜必要だっ
た。 
浸出水処理のために供
与されたポンプが故障
し、改善工事の終了を
数箇月遅らせた。  

 2-2 M ドック処分場の管理・運
営マニュアルを作成する。 

100 % 保守・運営マニュアルが作成・活用された。M ドッ
ク処分場の状況に合うように、マニュアルが見直さ
れ、改訂された。 
1) M ドック処分場の運営方法について経営陣とプロ

ジェクト・チームが議論し、衛生処分場システム
の運営方法マニュアル案を作成した。マニュアル
は、コロール州政府の参加の下、完成した。 

2) 衛生処分場システムの運営方法マニュアルが完成
した。また、M ドック処分場で受け取った廃棄物
の処理時間の管理、廃棄物の貯蔵などで、M ドッ
ク処分場の運営が改善された。 

処分場の状況や運営ニ
ーズなどの変化に応じ
て、今後、保守・運営
マニュアルの改訂が更
に必要であると思われ
る。 

 2-3 上記のマニュアルを基に
M ドック処分場の日常運営・
管理を改善する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 % 以下の表に示すように、非公式の OJT に加えて、公
式の研修が、M ドック処分場の日常の運営を理解し
て適切に実施するためのマニュアルを用いて、2 名の
カウンターパートと 7 名の処分場労働者に行われた。

表 4 埋立指導実施内容 

日時 場所 
研修

生の

数 
指導内容 

2007.11.05 公 共 事

業 部

（BPW）

会議室 

9 維持管理マニュアル

の概要及び M ドック

処分場の改善工事内

容の説明 

2007.11.06 M ドッ

ク 処 分

場 

7 埋立計画の策定計画

と中間覆土の施工方

法の説明 

残りのプロジェクト期
間中に、継続して研修
を行う必要がある。 
 
運営マニュアルは業務
手続きを説明している
が、幾つかの研修は、
廃棄物が浸出水集水管
をカバーできる高さに
達するまで延長されね
ばならない。この研修
には、垂直ガスベント
施設の普及、処分のた
めの浸出水循環システ
ムが含まれる。 
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2007.11.07 公 共 事

業 部

（BPW）

会議室 

8 埋立搬入管理につい

ての説明 

2007.11.08 M ドッ

ク 処 分

場 

9 M ドック処分場の施

設を巡回し、維持管理

しなければならない

項目を指導 

2007.11.12 M ドッ

ク 処 分

場 

5 トラック・スケールに

よる計量と廃棄物搬

入者へのヒアリング

調査の実施 

2007.11.13 公 共 事

業 部

（BPW）

会議室 

9 M ドック処分場作業

員の業務分担を決め、

作業責任者を任命 

2008.01.18 M ドッ

ク 処 分

場 

5 ポンプとブロワーの

運転と浸出水返送先

の指導 

2008.06.30 M ドッ

ク 処 分

場 

9 保守・運営の改善の確

認 

 

出典：業務完了報告書（第 3 年次） 

アウトプット 3 に係る活動 
計画 結果  

アウトプット 3 活動（PDM Ver.2） 達成度%  実績 
所見/課題 

パラオの廃棄物
関連機関の関係
者が訓練され
る。 

3-1 廃棄物管理に関し関係機
関のキャパシティを評価し、キ
ャパシティ向上目標項目を確
認する。 

90 % 

 

カウンターパートは廃棄物管理に必要なキャパシテ
ィを理解し、キャパシティ向上目標評価項目の改善が
共同で策定された。 

1) キャパシティ評価項目が確定し、モニターされて
いる。 

2) 第 1、2、3 年度のキャパシティ評価が行われた。
また、第 4 年度のキャパシティ評価がプロジェクト
終了時までに完了する予定である。 

（キャパシティ評価項

目リストを参照） 

 3-2 ワークショップ、セミナ
ー、パイロットプロジェクト

100 % 国内ワークショップ、サブ地域ワークショップ、住民
教育・啓発に関するワークショップ計画が、以下のよ

浸出水回収の配管工事
を現場で見学するため
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を含むトレーニング計画を
策定し、実施する。 

 

 

 

うに作成・実施された。 
1) 国内ワークショップ 

-第 1 回国内ワークショップ：2006 年 5 月に行われ、
31 名が参加した。 
-第 2 回国内ワークショップ：2007 年 5 月に行われ、
33 名が参加した。 

2) サブ地域ワークショップ 
- M ドック改善工事の遅れにより 2007 年 6 月に延
期・実施された。参加者には、ミクロネシア連邦
やマーシャル諸島の人たちが含まれる。 

3) パイロットプロジェクト 
第 2 年次に、小規模処分場のパイロットプロジェク
ト・サイトが選定された。第 3 年次に、ガラロン州
でパイロットプロジェクトの概念が修正され、実施
された。 

に M ドック改善工事
の日程が変更され、こ
のため、サブ地域ワー
クショップが遅れて実
施された。さらに、中
間評価によるプロジェ
クトの見通しから、翌
年のサブ地域フォロー
アップが中止された。  
 
KSG が実施した以前
の望ましくない試行経
験を考慮して、家庭用
堆肥のパイロットプロ
ジェクトが中止され
た。  
 
収集・運搬のパイロッ
ト プ ロ ジ ェ ク ト が
KSG リサイクルプロ
ジェクトの構成要素と
重複していることが認
識された。このため、
この活動への投入は、
KSG リサイクルプロ
ジェクトへの支援とな
った。 
 
ガラロン州における廃
棄物管理改善パイロッ
トプロジェクトの開始
が、EA 手続きの遅延に
より遅れた。  

 3-3 トレーニング参加者に技
術指導を実施する。 
 
 
 
 

80 % 国内ワークショップの参加者へのフォローアップ活
動が、中央政府及び KSG により行われてきた。 
MoRD は、他の州で廃棄物管理を支援するために、追
加職員を雇用して組織能力を強化してきた。 
 
SWM Coordinator 及び SWM Educator が増員された。

支援のレベルが、すべ
ての州をカバーするに
は十分ではない。 
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 （他の州における廃棄物管理や住民教育・啓発活動等
を支援している） 
 

 3-4 関係機関の職員に対する
トレーニングとして環境教
育・住民啓発活動が実施され
る。 

90 % 廃棄物管理にかかわる職員は、以下のような住民教
育・啓発活動を通じ、廃棄物教育や住民啓発の訓練を
受け、それに精通している（詳細は Annex 6 を参照）。

1) 廃棄物管理教育と意識啓発の目標、戦略、アクシ
ョン・プランが策定された。 

2) 上記の目標・戦略で最優先とされているターゲッ
トグループに対して活動が実施された。 

3) プロジェクト活動と併せて廃棄物管理への住民の
意識レベルを把握するために調査が実施された。

4) 廃棄物教育と意識啓発活動のためにポスター、バ
ンパーステッカー、学校教科書のステッカー、T
シャツ、廃棄物分別のパンフレット、しおり等の
道具・資料が作成された。 

5) 策定された戦略やアクション・プランに従って、
学生や女性グループへの多数のプレゼンテーショ
ン、イベント開催、新聞広告の掲載、住民の意識
調査、キャンペーン及び聞き取り調査も実施され
た。 

住民教育・啓発部会（PEEC）が 44 回実施された。 

必要に応じて、戦略と
アクション・プランが
モニター、修正される
必要がある。 
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